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(57)【要約】
【課題】　回転除湿ロータが搭載された浴室乾燥機では
、回転除湿ロータに空気中の水分や水分中に溶けた異臭
物質などが付着すると、悪臭が発生してしまうという問
題があった
【解決手段】　クリーニングモードの実行中では、回転
除湿ロータ１０を回転させながら、回転除湿ロータ１０
にミストが供給されるので、この供給されたミストと回
転除湿ロータ１０に付着した異臭物質とが置換され、異
臭物質を短時間で放出（離脱）させることができ、短時
間で回転除湿ロータ１０のクリーニングを行うことがで
きる。
【選択図】　　　　図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
室内の構成部材に固定され、室内の空気を室外に排気、及び室内の空気を除湿する室内用
除湿装置において、
前記室内の空気を取入れる吸引口と、
前記吸引口から吸引された空気が通過する際に空気中の水分を吸着する複数の除湿通路か
らなる回転除湿ロータと、
前記吸引口から吸引され、前記回転除湿ロータの一部領域の除湿通路を通過する空気を室
外へ排出する再生風路と、
前記再生風路に設けられ、前記回転除湿ロータの上流に設けられた再生ヒータと、
前記再生風路に設けられた再生ファンと、
前記吸引口から吸引され、前記回転除湿ロータの一部領域と異なる他部領域の除湿通路を
通過する空気を前記室内に吹き出す前記再生風路と別個独立に設けられた循環風路と、
前記循環風路の出口を構成する循環吹出口と、
前記循環風路内に空気を吸引する吸引ファンと、
前記回転除湿ロータに水分を供給する水分供給手段と、
前記室内用除湿装置を制御する制御手段と、を備え、
前記制御手段は、
前記室内用除湿装置の運転モードとして、
前記室内に除湿された空気を供給するように、前記回転除湿ロータを回転させながら、前
記吸引ファン、前記再生ファン及び前記再生ヒータを動作させる除湿モードと、
前記回転除湿ロータを回転させながら、前記回転除湿ロータに水分を供給するクリーニン
グモードと、を備えたことを特徴とする室内用除湿装置。
【請求項２】
前記制御手段は、
前記室内用除湿装置の運転モードとして、前記浴室内の空気を外部へ排出する換気モード
を、さらに備え、
前記クリーニングモードの実行中に、前記換気モードも並行して行うことを特徴とする請
求項１記載の室内用除湿装置。
【請求項３】
前記水分供給手段は、前記回転除湿ロータにミストを噴霧するミスト噴霧手段であること
を特徴とする請求項１記載の室内用除湿装置。
【請求項４】
前記ミスト噴霧手段は、前記循環風路内の前記回転除湿ロータにミストを噴霧することを
特徴とする請求項３記載の室内用除湿装置。
【請求項５】
前記ミスト噴霧手段は、前記循環風路内の前記回転除湿ロータの上流から前記回転除湿ロ
ータにミストを噴霧することを特徴とする請求項４記載の室内用除湿装置。
【請求項６】
前記クリーニングモードの実行中は、前記除湿モードの実行中より前記回転除湿ロータの
単位時間当たりの回転数を低くしたことを特徴とする請求項１記載の室内用除湿装置。
【請求項７】
　前記ミスト噴霧手段は、さらに前記浴室内に向けてミストを噴霧する機能を備え、
　前記ミスト噴霧手段は、前記回転除湿ロータに噴霧するミストの粒径を、前記浴室内に
噴霧するミストの粒径より小さくするように構成されていることを特徴とする請求項３記
載の室内用除湿装置。
【請求項８】
　前記ミスト噴霧手段は、さらに前記浴室内に向けてミストを噴霧する機能を備え、
　前記ミスト噴霧手段は、前記回転除湿ロータに噴霧するミストの噴霧量を、前記浴室内
に噴霧するミストの噴霧量より少なくなるように構成されていることを特徴とする請求項
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３記載の室内用除湿装置。
【請求項９】
　前記ミスト噴霧手段は、前記回転除湿ロータにミストを間欠的に噴霧することを特徴と
する請求項３記載の室内用除湿装置。
【請求項１０】
　前記ミスト噴霧手段は、単一のミスト装置として構成され、
前記ミスト噴霧手段は、前記浴室内へのミストの噴霧と、前記回転除湿ロータへのミスト
の噴霧を選択的に行なうように構成されていることを特徴とする請求項３に記載の室内用
除湿装置。
【請求項１１】
前記制御手段は、
前記室内用除湿装置の運転モードとして、前記回転除湿ロータを乾燥させる回転除湿ロー
タ乾燥モードを更に備え、
該回転除湿ロータ乾燥モードは、前記クリーニングモードが終了した後に実行されること
で前記回転除湿ロータを乾燥させることを特徴とする請求項１記載の室内用除湿装置。
【請求項１２】
前記回転除湿ロータ乾燥モードは、
前記浴室内の空気を外部へ排出する換気モードであって、前記クリーニングモードが終了
した後に、所定の時間換気モードを実行することを特徴とする請求項１１記載の室内用除
湿装置。
【請求項１３】
前記水分供給手段により水分が供給される前記回転除湿ロータの供給面の下部に水受け部
を、さらに備えたことを特徴とする請求項１記載の室内用除湿装置。
【請求項１４】
前記水分供給手段は、前記回転除湿ロータの上流に設けられ、内部に冷媒が供給される熱
交換器であり、
前記クリーニングモードの実行中に、前記熱交換器の表面に結露した結露水によって発生
した水分を前記回転除湿ロータに供給することを特徴とする請求項１記載の室内用除湿装
置。
【請求項１５】
前記水分供給手段は、前記回転除湿ロータの上流に設けられ、水を超音波振動によって飛
散させる水飛散手段であり、
前記クリーニングモードの実行中に、前記水飛散手段による水の飛散によって発生した水
分を前記回転除湿ロータに供給することを特徴とする請求項１記載の室内用除湿装置。
【請求項１６】
前記水分供給手段は、前記再生風路の前記回転除湿ロータの下流の空気を前記回転除湿ロ
ータの上流に送る再生空気帰還手段であり、
前記クリーニングモードの実行中に、前記再生空気帰還手段により前記回転除湿ロータの
上流に空気が送り込まれ、該空気に含まれる水分を前記回転除湿ロータに供給することを
特徴とする請求項１記載の室内用除湿装置。
【請求項１７】
前記再生空気帰還手段は、前記再生風路の前記回転除湿ロータの下流の空気を前記回転除
湿ロータの上流に送る再生空気帰還風路であり、
前記クリーニングモードの実行中に、前記再生風路内の空気の一部を排気しながら、前記
再生空気帰還風路により前記回転除湿ロータの上流に空気が送り込まれることを特徴とす
る請求項１６記載の室内用除湿装置。
【請求項１８】
前記再生空気帰還手段は、前記再生風路の前記回転除湿ロータの下流の空気を前記回転除
湿ロータの上流に送る再生空気帰還風路であり、
前記クリーニングモードの実行中に、前記再生空気帰還風路により前記回転除湿ロータの
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上流に空気を送り込み、所定の時間経過後に前記再生風路内の空気を排気することを特徴
とする請求項１６記載の室内用除湿装置。
【請求項１９】
前記再生空気帰還手段は、
前記再生風路の前記回転除湿ロータの下流の空気を前記回転除湿ロータの上流に送る再生
空気帰還風路と、
前記再生空気帰還風路と連なり、熱交換部を前記循環風路内に有し、出口が前記再生風路
の回転除湿ロータの上流に設けられた中空状の熱交換器と、を備え、
前記クリーニングモードの実行中に、前記再生空気帰還風路により前記回転除湿ロータの
上流に空気を送り込み、前記熱交換器の内部に結露した結露水によって発生した水分を前
記再生風路内の前記回転除湿ロータに供給することを特徴とする請求項１６記載の室内用
除湿装置。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、除湿器を備えた室内用除湿装置に関し、詳しくは、室内の構成部材に固定され
、室内の空気を室外に排気、及び室内の空気を除湿する室内用除湿装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の室内用除湿装置としては、例えば浴室乾燥機に除湿機能を組み込んだものが知られ
ている。これは、浴室を暖房する暖房モードの他に、浴室内の空気を循環ファンで吸引さ
せながら、浴室内を除湿する除湿モードを備えている。そして、循環ファンで吸引された
浴室内の空気は、回転除湿ロータの除湿通路に担持されている吸着剤で水分が吸着され、
浴室内に乾燥した空気として戻される。
【０００３】
また、回転除湿ロータは回転駆動され、たくさんの水分を吸着した除湿通路部分が再生ヒ
ータ（セラミックヒータ）と対応する部分に来たときに、再生ファンによって吸引され、
ヒータにより高温に加熱された空気は回転除湿ロータと熱交換され、これによって、回転
除湿ロータが高温となり、回転除湿ロータの除湿通路の吸着剤に吸着されていた大量の水
分が蒸発させられる。これにより回転除湿ロータが乾燥され再生される。この動作を連続
的に行う運転モードが除湿モードであり、この除湿モードの運転を数時間続けることによ
り浴室内が徐々に除湿されて浴室を完全に乾燥させることができる（特許文献１）。また
、特許文献２には、回転除湿ロータの除湿通路に担持されている吸着剤は、ゼオライトや
シリカゲルなどから構成されていることが記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－９３００８号公報
【特許文献２】特開平５－３０９７７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、回転除湿ロータに使用されている吸着剤は、一般的に空気中の水分のみな
らず異臭物質をも吸着する。このように、吸着剤に異臭物質が吸着されている状態で回転
除湿ロータの除湿通路に多湿の空気が通過すると、除湿通路は、異臭物質より水分の方が
吸着剤に吸着される力（親和性）が強い（高い）ように構成されているため、吸着された
異臭物質が多湿の空気中の水分と置換され、異臭物質が室内に放出されてしまうという問
題があった。ここで、この異臭物質は、空気中に存在するものであり、水分と異臭物質と
が少しづつ置換される程度であれば何ら問題が生じないが、回転除湿ロータに多くの異臭
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物質が吸着され、そこに大量の多湿の空気が一気に通過されるような場合には、異臭物質
が水分と一気に大量に置換され、使用者が不快に感じさせるほどの異臭が放出されるとい
う問題があった。特に、回転除湿ロータを備えた除湿装置が、梅雨時などの高湿度となる
条件下や、また浴室等の多湿の環境下で使用されると、回転除湿ロータに異臭物質が多く
吸着されていれば、その異臭物質が水分と一気に置換されて、使用者を不快に感じさせる
ほどの異臭が放出される可能性が高まるという問題があった。
【０００６】
　また、この問題は室内のすべてにおいて生じる可能性があるが、特に、浴室は異臭の要
因となるジエチルヘキサナールやデカナール等の有機物質が居間などの他室に比べて比較
的多く存在しているため、回転除湿ロータの除湿通路に比較的早期に多くの異臭物質が吸
着されてしまう可能性がある。また、先にも述べた通り浴室は大量の水分が存在する環境
であり、かつ相対湿度が高まる高温の環境下でもあるのでカビ等の異臭が生じる環境でも
あり、除湿装置としての異臭発生の面では極めて条件が悪い環境にあるといえる。その反
面、浴室は、カビが発生するので除湿に対する要求は潜在的に高いものがあり、この異臭
の軽減は非常に多くのユーザから強く望まれているものである。
【０００７】
ここで、本問題を解決するために、回転除湿ロータに異臭物質が吸着されるのを抑制する
ために回転除湿ロータの吸着剤の材料を変更したり、吸着剤の異臭物質が接触する機会を
減らすようなやり方も考えられるが、このようなやり方だけでは、短時間で異臭物質が多
く吸着されてしまうのを抑制できるというだけであり、また、異臭物質の付着を抑制する
ようにすると必然的に吸着剤に水分も吸着されにくくなり、除湿性能が大きく犠牲になる
という問題が新たに生じる。
【０００８】
そこで、本発明は、除湿性能を大きく犠牲にすることなく、強い臭気が発生することのな
い室内用除湿装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明のうち第１の態様に係るものは、室内の空気を取入れる吸引口と、吸引口から吸引
された空気が通過する際に空気中の水分を吸着する複数の除湿通路からなる回転除湿ロー
タと、吸引口から吸引され、回転除湿ロータの一部領域の除湿通路を通過する空気を室外
へ排出する再生風路と、再生風路に設けられ、回転除湿ロータの上流に設けられた再生ヒ
ータと、再生風路に設けられた再生ファンと、吸引口から吸引され、回転除湿ロータの一
部領域と異なる他部領域の除湿通路を通過する空気を室内に吹き出す再生風路と別個独立
に設けられた循環風路と、循環風路の出口を構成する循環吹出口と、循環風路内に空気を
吸引する吸引ファンと、回転除湿ロータに水分を供給する水分供給手段と、室内用除湿装
置を制御する制御手段と、を備え、制御手段は、室内用除湿装置の運転モードとして、室
内に除湿された空気を供給するように、回転除湿ロータを回転させながら、吸引ファン、
再生ファン及び再生ヒータを動作させる除湿モードと、回転除湿ロータを回転させながら
、回転除湿ロータに水分を供給するクリーニングモードと、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
この構成によれば、クリーニングモードでは、回転除湿ロータを回転させながら、回転除
湿ロータに水分が供給（水分供給方式）されるので、この供給された水分と回転除湿ロー
タに付着した異臭物質とが置換され、異臭物質を短時間で放出（離脱）させることができ
、短時間で回転除湿ロータのクリーニングを行うことができる。つまり、回転除湿ロータ
を加熱し、熱を加えることで回転除湿ロータに付着した異臭物質を活性化させて放出させ
ることもできるが、この加熱方式のクリーニングでは、異臭物質を活性化させて放出させ
るためには、回転除湿ロータを必要な温度まで昇温させる必要があることから熱エネルギ
の投入に伴うコストの問題や、昇温されるまでにある程度の時間を要するという問題があ
る。これに対し、水分供給方式のクリーニングでは、水分と異臭物質との置換作用によっ
て異臭物質を離脱させる構成であるため、回転除湿ロータに熱を加える必要がなく、また
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、加熱されるまでの待ち時間もなく、さらに、異臭物質が離脱する時間も早いことから少
ないエネルギでかつ短時間で異臭物質を除去することができ、よって、短時間で回転除湿
ロータのクリーニングを完了させることができる。これにより、回転除湿ロータへの異臭
物質の付着をクリーニングで確実に抑制できるため、多湿環境下にあっても室内に異臭物
質が一気に大量に噴出されてしまうという問題を解消でき、快適に室内用除湿装置を使用
することができるという効果を奏することができる。また、クリーニング時間を短縮でき
るため除湿装置の使用に際してクリーニングのための待ち時間を短縮できるという実用上
優れた効果を奏することができる。
【００１１】
本発明のうち第２の態様に係るものは、第１の態様に係る室内用除湿装置であって、制御
手段は、室内用除湿装置の運転モードとして、浴室内の空気を外部へ排出する換気モード
を、さらに備え、クリーニングモードの実行中に、換気モードも並行して行うことを特徴
とする。
【００１２】
この構成によれば、クリーニングモードの実行中に、換気モードも並行して行われるので
、供給された水分により置換された異臭物質が、浴室内の空気とともに外部へ排出され、
浴室内に異臭物質が放出されることを抑制できる。
【００１３】
本発明のうち第３の態様に係るものは、第１の態様に係る室内用除湿装置であって、水分
供給手段は、回転除湿ロータにミストを噴霧するミスト噴霧手段であることを特徴とする
。
【００１４】
この構成によれば、クリーニングモードでは、回転除湿ロータを回転させながら、ノズル
から回転除湿ロータにミストが噴霧されるので、この噴霧されたミストと回転除湿ロータ
に付着した異臭物質とが置換され、異臭物質を短時間で放出（離脱）させることができ、
短時間で回転除湿ロータのクリーニングを行うことができる。つまり、回転除湿ロータに
粒径が小さいミストが噴霧されることにより、回転除湿ロータに付着した異臭物質と置換
されて確実に異臭物質を除去することができる。これにより、より短時間で回転除湿ロー
タのクリーニングを完了させることができる。また、大量の水分を回転除湿ロータに供給
して、回転除湿ロータに付着した異臭物質等を流し出す方法と比較して、ミスト噴霧手段
であれば、回転除湿ロータの通路に水が目詰まりすることを抑制できるため、ミストと異
臭物質との置換を確実にかつ効率よく行うことができる。すなわち、水が細い通路に目詰
まりすると、最悪除湿通路内をミストや空気が流れなくなるため、水分との置換がこの目
詰まりした水によって遮られるためクリーニングを行えないという問題が生じる。本発明
ではそれを回避できる。以上のことから明解な通り、粒径の小さなミストを噴霧する構成
であるため異臭物質との置換効率を高めることができ、短い時間で確実に回転除湿ロータ
のクリーニングを行うことができる。また、異臭物質の除去のために供給される水分量も
少なくできる為、回転除湿ロータの乾燥時間も短縮することができる。これによって、ク
リーニング後の除湿性能を本来の性能に復帰させる時間を短縮することができるという効
果も奏することができる。
【００１５】
　本発明のうち第４態様に係るものは、第３の態様に係る室内用除湿装置であって、ミス
ト噴霧手段は、循環風路内の回転除湿ロータにミストを噴霧することを特徴とする。
【００１６】
この構成によれば、ミスト噴霧手段によってミストを噴霧するという構成の利点を生かし
て一層短時間にクリーニングを完了させるようにしたものである。すなわち、一般的な除
湿機においては再生風路に比べて循環風路の領域の方がはるかに広く構成されている。広
い範囲を一度にクリーニングすることは加熱方式ではヒータが大型化してしまうため難し
いが、ミスト噴霧式であれば何等問題なく略循環風路全体の回転除湿ロータに一気にミス
トを噴霧が可能であり、以って、水分と異臭物質を置換させる領域を広く確保できるため
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、極めて短時間にクリーニングを完了させることができるという効果を奏するものである
。さらに再生ヒータのない循環風路内の回転除湿ロータにミストを噴霧するので、再生ヒ
ータの効率を低下させることもない。
【００１７】
　本発明のうち第５態様に係るものは、第４の態様に係る室内用除湿装置であって、ミス
ト噴霧手段は、循環風路内の回転除湿ロータの上流から回転除湿ロータにミストを噴霧す
ることを特徴とする。
【００１８】
この構成によれば、循環風路内の回転除湿ロータの上流から回転除湿ロータにミストが噴
霧され、換言すれば、循環風路内の回転除湿ロータに向かう空気の流れの方向と同方向に
ノズルからミストが噴霧されるので、ミストを回転除湿ロータに円滑に噴霧することがで
きる。つまり、循環風路内の回転除湿ロータの下流から回転除湿ロータにミストを噴霧す
る場合は、循環風路内の回転除湿ロータに向かう空気の流れに逆らってミストが噴霧され
ることになるので、ミストが回転除湿ロータに円滑に噴霧されないおそれがあるのに対し
、循環風路内の回転除湿ロータの上流から回転除湿ロータにミストを噴霧する場合は、循
環風路内の回転除湿ロータに向かう空気の流れと同方向なので、そのような心配はない。
【００１９】
本発明のうち第６態様に係るものは、第１の態様に係る室内用除湿装置であって、クリー
ニングモードの実行中は、除湿モードの実行中より回転除湿ロータの単位時間当たりの回
転数を低くしたことを特徴とする。
【００２０】
この構成によれば、クリーニングモードの実行中は、除湿モードの実行中より回転除湿ロ
ータの単位時間当たりの回転数を低くしているので、回転除湿ロータに満遍なく必要な水
分を供給することができる。すなわち、クリーニングモードは、回転除湿ロータ全体に対
して水分を供給して異臭物質を満遍なく綺麗に取り除く必要がある。しかし、除湿通路は
長く細く形成されているため、回転除湿ロータの通常の回転数では、回転除湿ロータの除
湿通路の上流側から順次水分と異臭物質が置換されるため、特に除湿通路の最下流部では
水分との置換が十分に行われず異臭物質が残る可能性があった。この問題を解決するため
に回転除湿ロータに供給される水分を増やすことも考えられるが、これでは、回転除湿ロ
ータの除湿通路が水分で目詰まりして除湿通路内を水分が流れなくなり、回転除湿ロータ
に付着した異臭物質を排出することができなくなる。このように、クリーニングモードの
実行中は、除湿モードの実行中より回転除湿ロータの単位時間当たりの回転数を低くする
ことにより、回転除湿ロータに過分の水分を供給することなく回転除湿ロータに付着した
異臭物質を満遍なく確実に置換放出させることができる。
【００２１】
本発明のうち第７態様に係るものは、第３の態様に係る室内用除湿装置であって、ミスト
噴霧手段は、さらに浴室内に向けてミストを噴霧する機能を備え、ミスト噴霧手段は、回
転除湿ロータに噴霧するミストの粒径を、浴室内に噴霧するミストの粒径より小さくする
ように構成されていることを特徴とする。
【００２２】
この構成によれば、ミスト噴霧手段により噴霧されるミストの粒径が、回転除湿ロータに
噴霧するミストの粒径の方が、浴室内に噴霧するミストの粒径より小さくなるように構成
されているので、粒径が小さいミストによって回転除湿ロータに付着した異臭物質と置換
されやすくなり、異臭物質を短時間で放出（離脱）させることができる。つまり、ミスト
噴霧手段から浴室内にミストを噴霧して、ミストサウナの効果を得るには、ある程度の粒
径のミストを噴霧する必要があるのに対し、クリーニングモードで、このような粒径の大
きいミストを噴霧すると、回転除湿ロータの除湿通路が水分で目詰まりして除湿通路の流
れが止まり、回転除湿ロータに付着した異臭物質を排出させることができなくなるおそれ
がある。このように、ミスト噴霧手段により噴霧されるミストの粒径を、ミストサウナ時
にミストノズルにより噴霧されるミストの粒径より小さくすることにより除湿通路が目詰
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まりすることなくミスト噴霧手段により噴霧される粒径の小さなミストと回転除湿ロータ
に付着した異臭物質とが効率よく置換され、異臭物質を短時間で確実に放出（離脱）させ
ることができる。
【００２３】
本発明のうち第８態様に係るものは、第３の態様に係る室内用除湿装置であって、ミスト
噴霧手段は、さらに浴室内に向けてミストを噴霧する機能を備え、ミスト噴霧手段は、回
転除湿ロータに噴霧するミストの噴霧量を、浴室内に噴霧するミストの噴霧量より少なく
なるように構成されていることを特徴とする。
【００２４】
この構成によれば、ミスト噴霧手段により噴霧されるミストの噴霧量を、ミストサウナ時
にミスト噴霧手段により噴霧されるミストの噴霧量より少なくしているので、ノズルによ
り噴霧される噴霧量が少ないミストが回転除湿ロータに付着した異臭物質と置換されやす
くなり、異臭物質を短時間で放出（離脱）させることができる。つまり、ミスト噴霧手段
から噴霧されるミストは、浴室内を高温にしてサウナ効果を発揮させるのに必要な噴霧量
を確保する必要があるのに対し、クリーニングモードでは、ミスト噴霧手段から噴霧され
るミストの噴霧量をミストサウナ時と同様に噴射すると、回転除湿ロータの除湿通路が水
分で目詰まりして除湿通路の流れが止まり、回転除湿ロータに付着した異臭物質と水分の
置換が妨げられて異臭物質を排出させることができなくなるおそれがある。このように、
ノズルにより噴霧されるミストの噴霧量を、ミストサウナ時にミスト噴霧手段により噴霧
されるミストの噴霧量より少なくしているので、そのような心配はなく、異臭物質を確実
に放出（離脱）させることができる。
【００２５】
本発明のうち第９態様に係るものは、第３の態様に係る室内用除湿装置であって、ミスト
噴霧手段は、回転除湿ロータにミストを間欠的に噴霧することを特徴とする。
【００２６】
この構成によれば、回転除湿ロータにミストが間欠的に噴霧されているので、除湿通路へ
の水分の目詰まりが起こりにくくなり回転除湿ロータに付着した異臭物質を短時間で確実
に放出（離脱）させることができる。つまり、ミスト噴霧手段から間欠的にミストが噴霧
されるため、一旦除湿通路に水分が目詰まりしてもファンの吸引に伴う風で目詰まりを解
消できる。さらに、間欠噴射によってミストの噴射量そのものを少なくすることもできる
為、一層目詰まりを抑制することができる。このように、回転除湿ロータにミストが間欠
的に噴霧されているので、回転除湿ロータに付着した異臭物質を短時間で安定して確実に
放出（離脱）させることができる。
【００２７】
本発明のうち第１０態様に係るものは、第３の態様に係る室内用除湿装置であって、ミス
ト噴霧手段は、単一のミスト装置として構成され、ミスト噴霧手段は、浴室内へのミスト
噴霧と、回転除湿ロータへのミストの噴霧を選択的に行なうように構成されていることを
特徴とする。
【００２８】
　この構成によれば、二つの機能を備えるミスト噴霧手段が、単一の装置として構成され
ているので、室内用除湿装置自体を小型化でき、限られた大きさの浴室に取り付ける場合
の設置の自由度を高めることができるとともに、部品数を削減することができる。
【００２９】
本発明のうち第１１態様に係るものは、第１の態様に係る室内用除湿装置であって、回転
除湿ロータを乾燥させる回転除湿ロータ乾燥手段と、回転除湿ロータ乾燥手段は、クリー
ニングモードが終了した後に回転除湿ロータを乾燥させることを特徴とする。
【００３０】
この構成によれば、クリーニングモードが終了した後に、回転除湿ロータ乾燥手段により
回転除湿ロータが乾燥されるので、回転除湿ロータに供給され回転除湿ロータに付着した
水分が蒸発し、除湿性能を早期にかつ確実に回復させることができるとともに、カビの発
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生を防止することができる。
【００３１】
本発明のうち第１２態様に係るものは、第１１の態様に係る室内用除湿装置であって、制
御手段は、室内用除湿装置の運転モードとして、浴室内の空気を外部へ排出する換気モー
ドを、さらに備え、クリーニングモードが終了した後に、所定の時間換気モードを実行す
ることを特徴とする。
【００３２】
この構成によれば、クリーニングモード後に、回転除湿ロータ乾燥手段により回転除湿ロ
ータが乾燥されると回転除湿ロータに残っている臭気成分が放出され、異臭物質が浴室内
に入ってくるおそれがあるが、クリーニングモードが終了した後においても、所定の時間
換気モードが実行されることにより、その異臭物質が外部に排出され、異臭物質が浴室内
に入ってくることもない。
【００３３】
本発明のうち第１３態様に係るものは、第１の態様に係る室内用除湿装置であって、水分
供給手段により水分が供給される回転除湿ロータの供給面の下部に水受け部を、さらに備
えたことを特徴とする。
【００３４】
この構成によれば、水分供給手段により水分が供給される回転除湿ロータの供給面の下部
に水受け部が設けられているので、水分供給手段により供給された水分が落下しても浴室
内に落下することがない。また、水受け部に溜まった水も、室内用除湿装置内を通過する
空気の流れにより乾燥させることができる。これにより、その乾燥された空気に含まれる
水分が回転除湿ロータに供給されるので、その水分と回転除湿ロータに付着した異臭物質
とが置換され、異臭物質を放出（離脱）させることができ、回転除湿ロータのクリーニン
グを行うこともできる。
【００３５】
本発明のうち第１４態様に係るものは、第１の態様に係る室内用除湿装置であって、水分
供給手段は、回転除湿ロータの上流に設けられ、内部に冷媒が供給される熱交換器であり
、クリーニングモードの実行中に、熱交換器の表面に結露した結露水によって発生した水
分を回転除湿ロータに供給することを特徴とする。
【００３６】
この構成によれば、クリーニングモードの実行中に、熱交換器の表面に結露した結露水に
よって発生した水分が回転除湿ロータに供給（熱交換器表面結露方式）されるので、熱交
換器の表面に結露した結露水によって発生した水分と回転除湿ロータに付着した異臭物質
とが置換され、異臭物質を短時間で放出（離脱）させることができ、短時間で回転除湿ロ
ータのクリーニングを行うことができる。つまり、熱交換器によって発生した結露水を吸
引する方式であるため、まず、熱交換器によって除湿を行うことができ、回転除湿ロータ
による除湿と、熱交換器による除湿の相乗作用によって効率的に室内を除湿させることが
できる。さらに、熱交換器で除湿するために必然的に発生してしまう結露水を吸引して回
転除湿ロータに噴霧する構成であるため、発生した結露水の処理を簡易にでき、かつ回転
除湿ロータへ水分を噴霧する手段も別段必要がないため、システムの小型化、低コスト化
が図れるものである。
【００３７】
本発明のうち第１５態様に係るものは、第１の態様に係る室内用除湿装置であって、水分
供給手段は、回転除湿ロータの上流に設けられ、水を超音波振動によって飛散させる水飛
散手段であり、クリーニングモードの実行中に、水飛散手段による水の飛散によって発生
した水分を回転除湿ロータに供給することを特徴とする。
【００３８】
この構成によれば、クリーニングモードの実行中に、単に溜められた水を超音波振動によ
って水を飛散させて水分を回転除湿ロータに供給（飛散水方式）する方式なので、超音波
振動で微細の水分を飛散させる単純な構造であるため非常に簡易な実現手段とでき、さら
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に余分に水分が回転除湿ロータに噴霧されるという問題も解消できる。
【００３９】
本発明のうち第１６態様に係るものは、第１の態様に係る室内用除湿装置であって、水分
供給手段は、再生風路の回転除湿ロータの下流の空気を回転除湿ロータの上流に送る再生
空気帰還手段であり、クリーニングモードの実行中に、再生空気帰還手段により回転除湿
ロータの上流に空気が送り込まれ、その空気に含まれる水分を回転除湿ロータに供給する
ことを特徴とする。
【００４０】
この構成によれば、クリーニングモードの実行中に、再生空気帰還手段により回転除湿ロ
ータの下流の空気が回転除湿ロータの上流に空気が送り込まれ、その空気に含まれる水分
が回転除湿ロータに供給（空気帰還方式）されるので、回転除湿ロータに水分を噴霧する
ような特別な手段が不要であり、システムを簡単で低コストなものとすることができる一
方で確実に水分と異臭物質を除去することができる。つまり、再生風路に流れる空気は、
回転除湿ロータに付着した水分を再生ヒータで蒸発された空気であるため、空気中に占め
る水蒸気の割合が非常に多い多湿の空気となり、これを帰還させて回転除湿ロータの上流
から噴霧することで、異臭除去に必要な水分を回転除湿ロータに与えることができる。よ
って、再生時の空気を帰還させる通路等が必要になるだけであり、水分を噴霧する等の特
別の手段を必要としないためシステムを非常にシンプルにできるものである。
【００４１】
本発明のうち第１７態様に係るものは、第１６の態様に係る室内用除湿装置であって、再
生空気帰還手段は、再生風路の回転除湿ロータの下流の空気を回転除湿ロータの上流に送
る再生空気帰還風路であり、クリーニングモードの実行中に、再生風路内の空気の一部を
排気しながら、再生空気帰還風路により回転除湿ロータの上流に空気が送り込まれること
を特徴とする。
【００４２】
この構成によれば、クリーニングモードの実行中において、再生空気帰還風路により回転
除湿ロータの上流から異臭物質が混入されている空気を回転除湿ロータの下流に空気を帰
還させる構成であるため、空気の帰還を繰り返すことで空気中の異臭物質濃度が高まり、
回転除湿ロータに異臭物質を再付着させてしまうという可能性が否定できない。しかし、
本発明においては、換気を行いながら空気を帰還させる構成であるため空気の一部が排気
されることで、浴室内から新鮮な空気が吸引されるため異臭物質濃度が高まり過ぎるとい
う事態を抑制でき、これによって、異臭物質濃度の低い綺麗な空気で回転除湿ロータのク
リーニングを確実に行うことができる。
【００４３】
本発明のうち第１８態様に係るものは、第１６の態様に係る室内用除湿装置であって、再
生空気帰還手段は、再生風路の回転除湿ロータの下流の空気を回転除湿ロータの上流に送
る再生空気帰還風路であり、クリーニングモードの実行中に、再生空気帰還風路により回
転除湿ロータの上流に空気を送り込み、所定の時間経過後に再生風路内の空気を排気する
ことを特徴とする。
【００４４】
この構成によれば、クリーニングモードの実行中において、再生空気帰還風路により回転
除湿ロータの上流から異臭物質が混入されている空気を回転除湿ロータの下流に空気を帰
還させる構成であるため、空気の帰還を繰り返すことで空気中の異臭物質濃度が高まり、
回転除湿ロータに異臭物質を再付着させてしまうという可能性が否定できない。しかし、
本発明においては、空気中の異臭濃度が高まる所定時間後にこの帰還し循環させていた空
気を排気して浴室内から新鮮な空気が吸引して再度帰還される構成であるため異臭物質濃
度が高まり過ぎるという事態を抑制でき、これによって、異臭物質濃度の低い綺麗な空気
で回転除湿ロータのクリーニングを安定して確実に行うことができる。
【００４５】
本発明のうち第１９態様に係るものは、第１６の態様に係る室内用除湿装置であって、再
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生空気帰還手段は、再生風路の回転除湿ロータの下流の空気を回転除湿ロータの上流に送
る再生空気帰還風路と、再生空気帰還風路と連なり、熱交換部を循環風路内に有し、出口
が再生風路の回転除湿ロータの上流に設けられた中空状の熱交換器と、を備え、クリーニ
ングモードの実行中に、再生空気帰還風路により回転除湿ロータの上流に空気を送り込み
、熱交換器の内部に結露した結露水によって発生した水分を再生風路内の回転除湿ロータ
に供給することを特徴とする。
【００４６】
この構成によれば、クリーニングモードの実行中に、再生空気帰還手段により回転除湿ロ
ータの下流の高温多湿の空気を、回転除湿ロータ上流で、かつ循環風路内に設けられた熱
交換器で循環風路内の低温の空気と熱交換させることによって循環風路内の空気を加温す
ることができる。よって、排気熱の積極的な利用によって暖房促進を図ることができる。
さらに、熱交換器を用いて高温多湿の空気を熱交換させることで熱交換器内に結露水が発
生させることができる。本発明においては、この結露水を回転除湿ロータに噴霧する水分
として供給利用することで、回転除湿ロータに水分を噴霧するような特別な手段を用いる
ことなく、簡単な構成で確実にこの供給された水分によって回転除湿ロータに付着した異
臭物質を除去することができるという格別の効果を奏することができるものである。さら
に、上述した本発明の１７や１８の態様においては、回転除湿ロータの下流の空気を単に
上流に帰還させるだけの構成では、特にクリーニングの開始当初、回転除湿ロータの加熱
時間が短いことに加え（回転除湿ロータが高温にならない）、吸着されている水分量も少
ない為、再生ヒータの加熱に伴って発生する水蒸気量が少なく、よって、クリーニングの
開始初期は、この空気を帰還させても水分量が少ないために異臭物質の除去性能が高くな
かったという問題があった。そのために、クリーニング時間が長くなっていた。しかし、
本発明の１９の態様によれば、熱交換器内に結露水が最初から溜まっている為、クリーニ
ング開始当初から残留結露水が帰還された空気に混ざって回転除湿ロータに最初から噴霧
されるため、クリーニング開始初期から有効な水分を回転除湿ロータに供給することがで
き、時間の短縮が要求されるクリーニング時間を短くすることができるという格別な効果
も奏することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
以下、図面を参照して、本発明の一実施形態に係る室内用除湿装置である除湿機能付き浴
室乾燥機（以下、「浴室乾燥機」と略記する）について説明する。図１は、本発明の一実
施形態に係る浴室乾燥機の使用形態の一例を示す。本実施形態に係る浴室乾燥機１は、浴
室４００の天井裏に設置される。この浴室乾燥機１は、浴室４００内の乾燥、暖房或いは
除湿など、様々なことを行うことができる。
【００４８】
浴室乾燥機１には、ケース５０３に収納される乾燥機本体５０１があり、乾燥機本体５０
１には、乾燥機本体５０１の下面の少なくとも一部を覆うカバーとして表面グリル５０９
が取り付けられている。ケース５０３は、直方体状の箱となっているが、形状はそれに限
らず種々の形状を採用し得る。
【００４９】
乾燥機本体５０１の一側面には、浴室４００内から吸われた空気を浴室乾燥機１の外に排
出するための図示しない排気口１０１があり、ケース５０３には、その排気口１０１から
排出される空気が流れる排気ダクト（排気管）が取り付けられる。
【００５０】
図２は、浴室乾燥機の制御系を示すブロック図である。制御装置５１９は、例えば、ＣＰ
Ｕ６２５やメモリ６２１を備えている。ＣＰＵ６２５は、例えば、操作パネル７００、温
度センサ５５１Ａ、５５１Ｂ及び湿度センサ５５３のうちの少なくとも一つから信号を受
けた場合、その信号をもとに、吸引ファン用モータ５４１、再生ファン用モータ５３５、
回転除湿ロータ用モータ６０、切換ダンパ用モータ６１１、暖房ヒータ３０、再生ヒータ
４０、ミスト用ポンプ７５０、ミストノズル可動モータ７５１、ミストヒータ７５２、及
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びルーバ用モータ６２３のうちの少なくとも一つを必要に応じて制御することができる。
換言すれば、例えば、ＣＰＵ６２５は、吸引ファン２０の回転、再生ファン５０の回転除
湿ロータ１０の回転、切換ダンパ７０の開閉の度合い、暖房ヒータ３０による発熱、再生
ヒータ４０による発熱、ミストノズル７５３からのミスト量、ミストノズル７５３からの
ミストの噴射方向、ミストヒータ７５２による加熱及び可動ルーバ５０５を制御すること
ができる。
【００５１】
図３は、操作パネル７００の一例を示す。操作パネル７００は、浴室乾燥機１のユーザイ
ンタフェース（例えばリモートコントローラ）である。操作パネル７００には、浴室乾燥
機１が実行できる複数の運転モードにそれぞれ対応した複数の運転モードスイッチが備え
られている。具体的には、例えば、「換気」、「衣類乾燥」、「浴室除湿」、「暖房」、
および「涼風」などの運転モードにそれぞれ対応した運転モードスイッチ（運転モードボ
タン）が搭載されている。ユーザは、浴室乾燥機１に実行してもらいたい運転モードに対
応した運転モードスイッチを操作することにより、所望の運転モードを浴室乾燥機１に実
行させることができる。
【００５２】
制御装置５１９は、操作パネル７００の或る運転モードスイッチの投入信号を受けた場合
、温度センサ５５１Ａ、５５１Ｂ及び湿度センサ５５３のうちの少なくとも一つの検出結
果（例えば相対湿度）から、吸引ファン２０、暖房ヒータ３０、再生ヒータ４０、再生フ
ァン５０、回転除湿ロータ用モータ６０、ミストヒータ７５２、ミストノズル７５３及び
切換ダンパ７０のうちの少なくとも一つを制御し、それにより、投入されたスイッチに対
応する運転モードを実行する。
【００５３】
ここで、本実施形態における浴室乾燥機の運転モードには、大きく分けて「換気」モード
と「循環」モードとがある。「換気」モードは、浴室内の空気を外部へ排気することを目
的とするモードである。「循環」モードは、空気を循環させて、浴室内を乾燥させること
を目的とするモードであり、複数の動作モードが含まれる。例えば、本実施形態では、以
下に説明する「衣類乾燥」モード、「浴室除湿」モード、「暖房」モード、及び「涼風」
モードが「循環」モードに含まれる。
【００５４】
　また、操作パネル７００には、液晶表示部７０１を用いて運転時間、運転開始時刻、運
転終了時刻を設定できるようになっている。使用者は、指示スイッチ７０２ａ、７０２ｂ
を用いて、この液晶表示部７０１に表示されている運転時間、運転開始時刻、運転終了時
刻のいずれかにカーソルを持っていき、それぞれ運転時間、運転開始時刻、運転終了時刻
を設定することができる。そして、設定が終了すると確定スイッチ７０３を操作（押圧）
することにより、その内容が登録される。なお、終了スイッチ７０４は、浴室乾燥機１の
運転を終了するときに用いられるスイッチである。
【００５５】
以下、図４～図８を参照して、各運転モードにおける空気の流れなどについて説明する。
【００５６】
図４は、「除湿」モードの場合のダンパの状態や空気の流れを示す動作図であり、図５は
、「除湿」モードの場合のヒータの状態や空気の流れなどを説明するための説明図である
。
【００５７】
まず、図４などを用いて、浴室乾燥機１の構成の概要について説明する。
【００５８】
乾燥機本体５０１の表面側（下面）には、浴室４００内への空気の循環吹出口７５４と、
その循環吹出口７５４からの風の向きを調節する可動ルーバ５０５とが備えられる。表面
グリル５０９は、ミストノズル７５３から噴霧され、水滴となって落下した水を受ける水
受け部の役割をしている。
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【００５９】
乾燥機本体５０１の表面側（下面）と表面グリル５０９との間には、或る程度の隙間があ
り、その隙間が、浴室乾燥機１にとっての吸込口７５５となっている。換言すれば、浴室
乾燥機１の側面全て或いは一部に、吸込口７５５が設けられ、いわゆる側面吸気が行われ
るようになっている。吸込口７５５から吸い込まれた空気は、乾燥機本体５０１の下面か
ら乾燥機本体５０１の内部に入る。
【００６０】
乾燥機本体５０１からの空気の吹出口である循環吹出口７５４に、可動ルーバ５０５があ
り、可動ルーバ５０５の近傍に、可動ルーバ５０５を駆動するモータ（以下、ルーバ用モ
ータ）が備えられる。
【００６１】
乾燥機本体５０１の内部には、回転除湿ロータ１０、再生ヒータ４０が搭載されている。
【００６２】
本実施形態では、乾燥機本体５０１の表面側（下面）に、空気の吸込口（以下、浴室乾燥
機１の側面の吸込口７５５と混同しないようにするため、「本体吸込口」という言葉を用
いる）が設けられ、上記側面吸気された空気が本体吸込口を介して乾燥機本体５０１に吸
い込まれる。本体吸込口は、例えば、吸引ファン２０が回転することによって吸い込まれ
る空気の吸込口（以下、吸引ファン吸込口７５６）と、再生ファン５０が回転することに
よって吸い込まれる空気の吸込口（以下、再生ファン吸込口７５７）とに仕切ることがで
きる（仕切ることなく一つの共通の吸込口とされてもよい）。
【００６３】
ケース５０３の内部に、浴室乾燥機１の種々の構成要素（例えば、吸引ファン２０や、そ
の吸引ファン２０を駆動するためのモータ（以下、吸引ファン用モータ５４１など）が備
えられる。この吸引ファン２０から吹出された空気が、排気風路１００を経て、排気口１
０１から屋内配管された排気ダクト（排気管）へ排出される。
【００６４】
ケース５０３の内部には、再生ファン５０を駆動するためのモータ（以下、再生ファン用
モータ）５３５と、浴室乾燥機１の種々の構成要素を制御するための制御装置５１９とが
備えられる。
【００６５】
浴室乾燥機１内に、回転除湿ロータ１０、回転除湿ロータ用モータ６０、再生ヒータ４０
、吸引ファン２０及び吸引ファン用モータ５４１、可動ルーバ５０５、暖房ヒータ３０、
切換ダンパ７０、切換ダンパ用モータ６１１、再生ファン５０及び再生ファン用モータ５
３５、ミスト用ポンプ７５０、ミストノズル可動モータ７５１及びミストノズル７５３、
ミストヒータ７５２が備えられている。乾燥機本体５０１内には、循環風路９００と再生
風路２００とが形成されている。
【００６６】
これにより、吸引ファン２０及び再生ファン５０のうち吸引ファン２０のみを回転させた
場合には、浴室乾燥機１の側面にある吸込口７５５から吸引ファン吸込口７５６を経て回
転除湿ロータ１０を介して上流へと空気が吸引される。吸引ファン２０及び再生ファン５
０の両方を回転させた場合には、浴室乾燥機１の側面にある吸込口７５５から吸い込まれ
た空気の一部が吸引ファン吸込口７５６を経て回転除湿ロータ１０を介して上流へと吸引
され、残りの一部が再生ファン吸込口７５７を経て回転除湿ロータ１０を介して再生風路
２００へと吸引される。以下、これらの点や各構成要素について詳細に説明する。
【００６７】
回転除湿ロータ１０は、円盤状のデシカント部材であり、上下方向に空気が通過できるよ
うな風路を有している（例えば上下方向に貫けた多数の孔がある）。具体的には、例えば
、回転除湿ロータ１０は、水分を吸着するための吸着剤（例えば、ゼオライト及び／又は
シリカゲル）が担持された、セラミックス製のペーパであり、いわゆるハニカム構造にな
っている。つまり、回転除湿ロータ１０の上下方向の空気が通過する風路は、細かく区切
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られた複数の風路の集合となっていて、各風路で水分の吸着が行われる。回転除湿ロータ
１０の直径は、例えば１５０乃至３００ミリメータ程度であり、その厚みは１５乃至５０
ミリメータ程度である。回転除湿ロータ１０は、乾燥機本体５０１の表面側（下面）にあ
る本体吸込口の付近に設けられ、本体吸込口から入った空気の全部或いは大部分が通るよ
うなサイズに構成されている。
【００６８】
回転除湿ロータ用モータ６０は、回転除湿ロータ１０の中心を回転軸として回転除湿ロー
タ１０を回転させるモータである。
【００６９】
再生ヒータ４０は、回転除湿ロータ１０の上流、例えば、回転除湿ロータ１０の表面側（
下面）の或る部分の真下に搭載される。再生ヒータ４０の水平方向のサイズは、回転除湿
ロータ１０の水平方向のサイズよりも小さい（例えば回転除湿ロータ１０の水平方向サイ
ズの４分の１以下である）。再生ヒータ４０の発熱により、回転除湿ロータ１０が、吸着
した水分を放出し、それにより、回転除湿ロータ１０の除湿能力が再生する。具体的には
、回転除湿ロータ１０を回転させつつ再生ヒータ４０が発熱すれば、再生ヒータ４０によ
り加熱された空気が回転除湿ロータ１０を通ることにより、回転除湿ロータ１０の各部で
吸着した水分が放出されるので、水分を吸着したことによって低下した回転除湿ロータ１
０の除湿能力を再生することができる（その際、再生ファン５０を回転させることにより
、回転除湿ロータ１０から放出された水分を浴室外へ排出することができる）。また、再
生ヒータ４０が発熱することにより、回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質を放出させ
ることもできる。
【００７０】
吸引ファン２０の上に吸引ファン用モータ５４１が取り付けられている。吸引ファン２０
は、例えば遠心型のファンであり、吸引ファン用モータ５４１の駆動により回転する。こ
の吸引ファン２０が回転することにより、浴室乾燥機１の側面にある吸込口７５５から浴
室内の空気が吸われ、その吸われた空気が、吸引ファン吸込口７５６から回転除湿ロータ
１０を介して上方へと流れる。上方へと流れたその空気は、切換ダンパ７０の開閉状態に
応じて、排気風路１００と循環風路９００の下流部９００Ｂとのうちの少なくとも一方に
流れる。なお、回転除湿ロータ１０よりも上流の空気の温度を検出するための温度センサ
５５１Ａと、その空気の相対湿度を検出するための湿度センサ５５３が、回転除湿ロータ
１０と本体吸込口との間の空間における所定の場所に備えられる。具体的には、例えば、
各センサ５５１Ａ、５５３は、再生ヒータ４０の高さ位置と同程度の位置に備えられる。
【００７１】
吸引ファン２０により回転除湿ロータ１０を介して吸われた空気は、吸引ファン２０から
左側にかけた空間に流れる（図４参照）。吸引ファン２０の左隣には、更に左へと延設さ
れ途中から下へと延びた循環風路９００が設けられている。循環風路９００は、左へと延
設された部分（換言すれば、吸引ファン２０の左隣の空間）である上流部（以下、循環風
路上流部）９００Ａと、上流部９００Ａから下へと延びた下流部（以下、循環風路下流部
）９００Ｂとで構成することができる。循環風路上流部９００Ａは、循環風路下流部９０
０Ｂと、左方向の排気口１０１へと延びた排気風路１００とに分岐している。
【００７２】
排気風路１００を流れる空気は、排気口１０１及び排気ダクト（排気管）を介し浴室外に
排出される。一方、循環風路下流部９００Ｂを流れる空気は、循環吹出口７５４から浴室
内に排出される。吸引ファン２０の左に流れた空気が排気風路１００と循環風路下流部９
００Ｂとのどちら又は両方に流れるかは、循環風路上流部９００Ａ（吸引ファン２０の左
隣空間）に設けられた切換ダンパ７０の開閉状態によって決まる。切換ダンパ７０の開閉
状態は、切換ダンパ用モータ６１１の駆動を制御することにより、調節することができる
。
【００７３】
循環風路９００の下流側（例えば循環吹出口７５４の付近）に、暖房ヒータ３０が備えら
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れる。暖房ヒータ３０が発熱することにより、暖房ヒータ３０を通る空気が暖められ、暖
められた空気が、循環吹出口７５４から浴室内へと出される。なお、暖められた空気の温
度を検出するための温度センサ５５１Ｂが所定の場所に備えられる。具体的には、例えば
、温度センサ５５１Ｂは、暖房ヒータ３０の下流側、より具体的には、例えば、暖房ヒー
タ３０と可動ルーバ５０５との間に備えられる。暖房ヒータ３０や再生ヒータ４０として
は、種々のヒータを採用し得るが、例えば、ＰＴＣ（Positive Temperature Coefficient
：正温度係数）ヒータを用いることができる。ＰＴＣヒータは、抵抗体の電気抵抗値が、
温度上昇と共に増加するために、自己温度制御性を有する。
【００７４】
排気風路１００の途中（例えば排気口１０１の近傍）は、再生風路２００と合流する。す
なわち、再生風路２００は、回転除湿ロータ１０の下流側の或る位置で排気風路１００と
合流し、そのまま上へと延びて。排気口１０１及び排気ダクトを介し浴室外に排出される
（図４参照）。
【００７５】
再生ファン５０の上には再生ファン用モータ５３５が取り付けられている。再生ファン５
０は、例えば遠心型のファンであり、再生ファン用モータ５３５の駆動により回転する。
　この再生ファン５０が回転することにより、浴室乾燥機１の側面にある吸込口７５５か
ら浴室内の空気が吸われ、その吸われた空気が、再生ファン吸込口７５７から再生ヒータ
４０を通り回転除湿ロータ１０を介して上流へと流れる。上流へと流れたその空気は、再
生風路２００へと流れる。
【００７６】
ミストノズル７５３は、ミスト用ポンプ７５０に接続され、ミスト用ポンプ７５０から圧
送された水分を回転除湿ロータ１０または浴槽内にミストとして噴霧（供給）するもので
ある。また、ミストノズル７５３には、ミストノズル可動モータ７５１が取り付けられ、
ミストノズル可動モータ７５１の駆動によりミストノズル７５３から噴霧されるミストの
方向を回転除湿ロータ１０または浴槽内に変えることができる。このように、一つのミス
トノズル７５３により、循環風路９００の回転除湿ロータ１０の上流から回転除湿ロータ
１０にミストを噴霧することができるともに、浴槽内にもミストを噴霧することができる
。なお、ミスト用ポンプ７５０により圧送される水分は、ミストヒータ７５２により加熱
され、回転除湿ロータ１０または浴槽内には、ミストヒータ７５２により加熱されたミス
ト（水分）が噴霧（供給）される。また、本実施形態では、回転除湿ロータ１０および浴
槽内にミストを噴霧するノズルを一つのミストノズル７５３により構成させたが、これに
限らず、回転除湿ロータ１０にミストを噴霧するノズルと、浴槽内にミストを噴霧するミ
ストノズルのように別々に設けてもよい。
【００７７】
次に、図４及び図５を用いて、「除湿」モードの場合のダンパの状態や空気の流れについ
て説明する。制御装置５１９は、「除湿」モードの場合、図４および図５に示すように、
回転除湿ロータ１０を或る回転速度（例えば、毎分０．５回転程度）で回転させる。また
、制御装置５１９は、吸引ファン２０及び回転除湿ロータ１０を回転させ、切換ダンパ７
０を全閉状態（排気風路１００の入口を完全に遮断し、吸引ファン２０の左側の空間に出
た空気の全てが循環風路下流部９００Ｂに流れる状態）にし、暖房ヒータ３０の電源をオ
フ状態とする。また、制御装置５１９は、再生ファン５０を回転させ、再生ヒータ４０の
電源をオン状態とする。これにより、矢印Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤに示すように、浴室内の空気
が除湿されつつ循環し、また、矢印Ｆ、Ｇ及びＨに示すように、多湿の空気が再生風路２
００から排気ダクト（排気管）を介して浴室外に排出される。つまり、「除湿」モードに
よれば、浴室から多湿の空気を吸引し、回転除湿ロータ１０で水分を吸着することにより
湿気の少なくなった空気を浴室に吹出するようになっており、その間、水分を吸着するこ
とにより低下した回転除湿ロータ１０の除湿能力が再生ヒータ４０により再生されるので
、浴室内を除湿することができる。
【００７８】
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なお、図４を用いて説明した「除湿」モードではミストノズル７５３からミストが噴霧さ
れていない。
【００７９】
図６は、「衣類乾燥」モード及び「涼風」モードの場合のダンパの状態や空気の流れを示
す動作図である。
【００８０】
制御装置５１９は、「衣類乾燥」モードの場合、図６に示すように、吸引ファン２０を回
転させるが、回転除湿ロータ１０及び再生ファン５０を回転させない。また、制御装置５
１９は、暖房ヒータ３０の電源をオン状態とするが、再生ヒータ４０の電源はオフ状態と
する。さらに、制御装置５１９は、切換ダンパ７０を半開状態（排気風路１００の入口と
循環風路下流部９００Ｂ入口との両方を完全には遮断せず、循環風路上流部９００Ａに出
た空気の一部が排気風路１００に流れ残りの一部が循環風路下流部９００Ｂに流れる状態
）にする。これにより、「衣類乾燥」モードによれば、矢印Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅ及びＨに示す
ように、吸引ファン２０に吸われた空気の一部が排気風路１００から排気ダクト（排気管
）を介して浴室外に排出され、矢印Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤに示すように、浴室内の空気を加熱
しながら循環させることで、浴室内に干された衣類の乾燥を促進させることができる（し
かし、「除湿」モードと違って、回転除湿ロータ１０及び再生ファン５０は回転せず再生
ヒータ４０の発熱が行われないので、回転除湿ロータ１０の再生は行われない）。
【００８１】
なお、「涼風」モードの場合は、暖房ヒータ３０の電源もオフ状態とされる点が「衣類乾
燥」モードの場合と異なるが、他は同じである。また、図６を用いて説明した「衣類乾燥
」モード及び「涼風」モードではミストノズル７５３からミストが噴霧されていない。
【００８２】
図７は、「暖房」モードの場合のダンパの状態や空気の流れを示す動作図である。
【００８３】
制御装置５１９は、「暖房」モードの場合、図７に示すように、吸引ファン２０を回転さ
せるが、回転除湿ロータ１０及び再生ファン５０を回転させない。また、制御装置５１９
は、暖房ヒータ３０の電源をオン状態とするが、再生ヒータ４０の電源はオフ状態とする
。さらに、制御装置５１９は、切換ダンパ７０を全閉状態（排気風路１００の入口を完全
に遮断し、吸引ファン２０の左側の空間に出た空気の全てが循環風路下流部９００Ｂに流
れる状態）にする。これにより、「暖房」モードでは、矢印Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤに示すよう
に、浴室内の空気が暖められつつ循環する（「暖房」モードでも、回転除湿ロータ１０及
び再生ファン５０は回転せず再生ヒータ４０の発熱が行われないので、回転除湿ロータ１
０の再生は行われない）。
【００８４】
図８は、「換気」モードの場合のダンパの状態や空気の流れを示す動作図である。
【００８５】
制御装置５１９は、「換気」モードの場合、図８に示すように、吸引ファン２０を回転さ
せるが、回転除湿ロータ１０及び再生ファン５０を回転させない。また、制御装置５１９
は、暖房ヒータ３０の電源も再生ヒータ４０の電源もオフ状態とする。さらに、制御装置
５１９は、切換ダンパ７０を全開状態（循環風路下流部９００Ｂの入口を完全に遮断し、
循環風路上流部９００Ａに出た空気の全てが排気風路１００に流れる状態）とする。これ
により、「換気」モードでは、矢印Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅ及びＨに示すように、浴室内の空気が
排気風路１００から排気ダクト（排気管）を経て浴室外に排出される（「換気」モードで
も、回転除湿ロータ１０及び再生ファン５０は回転せず再生ヒータ４０の発熱が行われな
いので、回転除湿ロータ１０の再生は行われない）。なお、「換気」モードでは、吸引フ
ァン２０の回転に代えて又は加えて、再生ファン５０を回転させてもよい。
【００８６】
上述するように、本実施形態に係る浴室乾燥機は、「除湿」モード以外のモードで運転を
行った場合でも、吸引ファン２０を回転することで、浴室内の空気が回転除湿ロータ１０
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を通過して循環風路９００へと吸い込まれる。従って、「除湿」モード以外のモードで運
転を行うと、回転除湿ロータ１０には空気中の水分だけでなく、異臭物質が付着する。こ
れを放置すると、回転除湿ロータ１０の除湿性能が低下したり、悪臭やカビが発生したり
する原因となる。特に、運転モードの開始時に、回転除湿ロータ１０に多湿の空気が吸い
込まれることにより、回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質が一気に大量に排出される
。そこで、本実施形態に係る浴室乾燥機は、回転除湿ロータ１０のクリーニングを行うク
リーニングモードを備えている。
【００８７】
次に、図９を用いて、クリーニングモードが行われるタイミングについて説明する。
図９は、本発明の第１実施形態における浴室乾燥機のクリーニングモードが行われるタイ
ミングを示すフローチャートである。
【００８８】
(運転モード選択時)
まず、Ｓ１において、クリーニングモード実行フラグＦの判定が行われ、クリーニングモ
ードが非実行中である「Ｆ（フラグ）＝０」であるか否かが判断される。そして、「Ｙ（
ＹＥＳ）」の場合は、現在クリーニングモードの非実行状態であると判定してＳ２に進み
、運転モードが選択されたかが判断される。この運転モードが選択されたか否かは、図２
に示す「換気スイッチ」、「衣類乾燥スイッチ」、「浴室除湿スイッチ」、「暖房スイッ
チ」、または「涼風スイッチ」が操作（押圧）されたかにより判断される。なお、このＳ
２で運転モードが選択されたかは、押圧されたタイミングをもって、「Ｙ」と判断される
。そして、Ｓ２で「Ｙ」と判断された場合には、Ｓ３に進み、運転モードが一時休止され
る。すなわち、図２に示す「換気スイッチ」、「衣類乾燥スイッチ」、「浴室除湿スイッ
チ」、「暖房スイッチ」、または「涼風スイッチ」のいずれかのスイッチが押圧されると
、本来、その運転モードに応じた運転が開始されるが、Ｓ３によりその運転を一時休止さ
せている。すなわち、運転モードの開始をクリーニングが完了するまで一時的に休止させ
ている。そして、Ｓ４により「Ｆ＝１」に設定され、再度、Ｓ１に進む。このように、運
転開始時に運転モードを一時休止※改行を削除下さい。させているのは、運転開始時に、
回転除湿ロータ１０に多湿の空気が吸い込まれると、回転除湿ロータ１０が停止している
間や換気中などの運転モードの間に付着してしまった可能性がある多くの臭気物質が一気
に放出され、使用者の異臭による不快感を与える恐れがあるため、これを事前に取り除く
為である。よって、この運転モード開始初期のクリーニングモードの実行は短時間に行う
ことが望まれる。
【００８９】
次に、再度Ｓ１において「Ｆ＝０」かが再度判断される。ここで、Ｓ４によりクリーニン
グモードの実行中であることを示す「Ｆ＝１」に設定されているのでＳ１により「Ｎ（Ｎ
Ｏ）」と判断され、Ｓ５に進む。そして、Ｓ５により「Ｆ＝１」かが判断され、Ｓ４によ
り「Ｆ＝１」に設定されているので、Ｓ５により「Ｙ」と判断され、Ｓ６により高速クリ
ーニング時間（ＴＢ）が設定され、Ｓ７によりクリーニングが実行される。なお、この高
速クリーニング時間（ＴＢ）は、後述する集中クリーニング時間より短い時間である。つ
まり、運転モードの選択時では、運転モードの開始をクリーニングが完了するまで一時的
に休止させているため、あまり長い時間クリーニングを行うと、使用者が運転モードが開
始しないことに不満を感じるおそれがあるので、運転モード選択時では短い時間を設定し
ている。このように、運転モードの開始時には、後述する集中クリーニング時間（ＴＣ）
より短い高速クリーニング時間（ＴＢ）が設定されているが、この高速クリーニング時間
（ＴＢ）のクリーニングであっても、クリーニング開始時に大量の異臭物質が回転除湿ロ
ータ１０から放出されることにより、使用者に異臭による不快感を生じさせないようにす
ることができる。詳細には、集中クリーニングを併用することで異臭物質が大量に蓄積さ
れないようにしていることで、短い時間の高速クリーニングを実行するだけで異臭物質を
効率よく取り除くことができて、運転モードの開始初期に特に異臭に伴う影響が発生しや
すいが、これをこの高速クリーニングで確実に防止しているものである。
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【００９０】
このＳ７のクリーニングの実行では、後述するようにミストポンプ７５０がＯＮ／ＯＦＦ
制御（デューティ制御）され、ミストノズル７５３から循環風路９００内の回転除湿ロー
タ１０にミストが間欠的に噴霧される。このように、ミストノズル７５３から噴霧された
ミストと回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質とが置換され、異臭物質を短時間で放出
（離脱）させることができ、短時間で回転除湿ロータ１０のクリーニングを行うことがで
きる。つまり、回転除湿ロータ１０に粒径が小さいミストが噴霧されることにより、粒径
が小さいミストと回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質等が置換され異臭物質が放出（
離脱）されやすくなり、より短時間で異臭物質を除去することができる。そして、Ｓ８に
進み、Ｓ８より、上記で設定されたクリーニング時間を使い切ったか否かが判断されるこ
とでクリーニングが終了したかが判断され、クリーニングが終了していない、すなわち、
高速クリーニング時間（ＴＢ）分のクリーニングが行われていないと判断された場合には
、Ｓ７に進み、高速クリーニング時間（ＴＢ）分のクリーニングが終了するまで、Ｓ８→
Ｓ７→Ｂ８のループが行われる。そして、Ｓ８によりクリーニングが終了したと判断され
た場合には、Ｓ９により、クリーニングタイマー（ＴＡ）がスタートされる。このクリー
ニングタイマー（ＴＡ）は、後述するように、クリーニングが終了した後１時間ごとにク
リーニングを行う時間を計時するためのタイマーである。その後、Ｓ１０により、運転モ
ードが休止しているかが判断され、Ｓ３により運転モードが一時休止しているので、Ｓ１
０により「Ｙ」と判断され、Ｓ１１により運転モードの休止が解除とともに運転モードが
再開され、Ｓ１２により「Ｆ＝０」に設定され、再度Ｓ１に進む。
【００９１】
(運転モード実行時)
　Ｓ１において、「Ｆ＝０」かが再度判断され、先のＳ１２により非クリーニングモード
の状態を示す「Ｆ＝０」に設定されたのでＳ１により「Ｙ」と判断され、Ｓ２に進む。Ｓ
２では既に運転中なので「Ｎ」と判断され、Ｓ１３に進む。
【００９２】
　Ｓ１３において、現在は、運転モードが終了していないので、Ｓ１３により「Ｙ」と判
断され、Ｓ１４に進む。
【００９３】
　Ｓ１４において、運転モードが終了したかが判断される。この運転モードが終了したか
は、図３に示す終了スイッチ７０４が操作（押圧）されたかにより判断される。Ｓ１４に
より運転モードが終了していると判断されていない場合には、Ｓ１５に進む。なお、本実
施形態では、運転モードが終了したかを、終了スイッチ７０４が操作（押圧）されたかに
より判断したが、これに限らず、図３に示す操作パネル７００により設定された運転終了
時刻が経過することにより運転モードを終了するようにしてもよいし、運転モードのスイ
ッチが押圧されてから一定時間経過することにより運転モードを終了するようにしてもよ
い。
【００９４】
Ｓ１５において、クリーニングタイマー（ＴＡ）が１時間経過しているかが判断される。
そして、クリーニングタイマー（ＴＡ）が１時間経過していない場合はＳ１５により「Ｎ
」判断され、再度Ｓ１に進む。その後、Ｓ１５において、クリーニングタイマー（ＴＡ）
が１時間経過しているかが判断され、運転モードが終了していない場合は、クリーニング
モードタイマー（ＴＡ）が１時間を経過するまで、このＳ１５→Ｓ１→Ｓ２→Ｓ１３→Ｓ
１４→Ｓ１５のループが行われる。そして、Ｓ１５により、クリーニングタイマー（ＴＡ
）が１時間経過したと判断された場合には、Ｓ１６に進み、Ｓ１６により「Ｆ＝１」が設
定され、再度Ｓ１に進む。
【００９５】
ここからは、先のクリーニングから１時間を経過したので、回転除湿ロータに蓄積した可
能性のある異臭物質を除去するための運転中に行われるクリーニングモードの実行処理に
入る。この運転モードの実行中に行われるクリーニングモードでは、運転モードを一時停
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止していない（Ｓ３の処理に入らない）。これにより、運転モード実行中では、運転モー
ドを一時休止せずに回転除湿ロータ１０のクリーニングが行われる。これは、運転モード
の実行中では、回転除湿ロータ１０には１時間しか経過していないのであまり異臭物質が
蓄積されておらず、運転モードを実行していても、特に異臭物質が大量に放出されること
がないからである。
Ｓ１６の後、Ｓ１において、「Ｆ＝０」かが再度判断され、Ｓ１６により「Ｆ＝１」に設
定されているのでＳ１により「Ｎ（ＮＯ）」と判断され、Ｓ５に進む。そして、Ｓ５によ
り「Ｆ＝１」かが判断され、Ｓ１６により「Ｆ＝１」に設定されているので、Ｓ５により
「Ｙ」と判断され、Ｓ６により高速クリーニング時間（ＴＢ）が設定され、Ｓ７によりク
リーニングが実行される。なお、この高速クリーニング時間（ＴＢ）は、上述したように
後述する集中クリーニング時間（ＴＢ）より短い時間が設定されている。これは、運転モ
ードの実行中にクリーニングを行うのは、回転除湿ロータ１０に異臭物質が大量に蓄積さ
れることを防止するためであり、この目的を達成させるためにはそれほど長い時間クリー
ニングを行う必要がないからである。すなわち、運転モードの実行中は常に回転除湿ロー
タ１０に空気が通過して異臭物質が吸着されているため、長時間のクリーニングを行って
も異臭物質を完全に除去することはできない。要は、大量の異臭物質の蓄積を防止するた
めに、１時間毎にこまめにクリーニングを行なっているので短時間のクリーニングで十分
であると言える。これにより、短い高速クリーニング時間（ＴＢ）を行うことにより、不
必要な電力を使用せず省エネ化を図ることもできる。このように回転除湿ロータ１０への
大量の異臭物質の蓄積を防止し、かつ、後述する運転終了時のクリーニングを行うことで
異臭物質を確実に除去し、蓄積するのを防止できるものである。
【００９６】
このＳ７により実行されるクリーニングでは、ミストポンプ７５０がＯＮ／ＯＦＦ制御（
デューティ制御）され、ミストノズル７５３から循環風路９００内の回転除湿ロータ１０
にミストが間欠的に噴霧される。このように、ミストノズル７５３から噴霧されたミスト
と回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質とが置換され、異臭物質を短時間で放出（離脱
）させることができ、短時間で回転除湿ロータ１０のクリーニングを行うことができる。
つまり、回転除湿ロータ１０に粒径が小さいミストが噴霧されることにより、粒径が小さ
いミストと回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質等が置換され異臭物質が放出（離脱）
されやすくなり、より短時間で異臭物質を除去することができる。そして、Ｓ８により、
高速クリーニング時間（ＴＢ）分のクリーニングが行われていないと判断された場合には
、Ｓ７に進み、高速クリーニング時間（ＴＢ）分のクリーニングが終了するまで、Ｓ８→
Ｓ７→Ｂ８のループが行われる。以下は先の説明と同様であるため省略する。
【００９７】
(運転終了時)
　次にＳ１４で運転モードが終了した状態につき説明する。
　Ｓ１４により、運転モードが終了したと判断された場合には、Ｓ１７に進み、「Ｆ＝２
」に設定され、再度Ｓ１に進む。
【００９８】
Ｓ１において、「Ｆ＝０」かが再度判断されるが、Ｓ１７により「Ｆ＝２」に設定されて
いるので、このＳ１では「Ｎ（ＮＯ）」と判断され、Ｓ５に進む。そして、Ｓ５において
、「Ｆ＝１」かが判断され、「Ｆ＝２」に設定されているので、Ｓ５により「Ｎ」と判断
され、Ｓ１８により集中クリーニング時間（ＴＣ）が設定され、Ｓ７によりクリーニング
が実行される。
【００９９】
このように、運転モードの終了後においては、運転中のように長い時間をかけてクリーニ
ングを行っても使用者に不都合を与えないため、終了時は、クリーニングを徹底的に行う
長い時間の集中クリーニング時間（ＴＣ）が採用されているものである。以下は同様であ
るため省略する。この終了時のクリーニングによって、回転除湿ロータ１０に付着した異
臭物質が確実に放出され、次回の使用時に使用者に不快感を与えることがなくなる。付言
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すれば、このように終了時に長い時間をかけて徹底的にクリーニングを行うことで、次回
の運転開始モードの開始時に異臭が付いている状況としては、循環ファン等の強制吸引に
基づくものではなく、運転されていない放置状態での付着分だけになるため回転除湿ロー
タ１０への異臭物質の蓄積を大幅に抑制できるものである。
【０１００】
さらに、これを運転開始時にクリーニングを行っている為、異臭の問題は実質的に回避で
きていることが良く理解できるものと思われる。また、運転開始時にクリーニング時間が
短いＴＢでよい事も理解できるものである。
【０１０１】
また、装置の形態によっては、運転モードが終了しても、次回の運転モードの開始時まで
に２４時間換気システムなどが作動している場合が想定されるが、、この場合は放置の形
態よりも回転除湿ロータ１０に異臭物質が付着する可能性が高まる為、運転モード終了時
に、回転除湿ロータ１０のクリーニングを十分に行なって次回使用時までの蓄積量を更に
抑え込むようにするなどの対策が有効であると言える。また、運転モード開始時のクリー
ニング時間を若干でも長くすることが異臭対策という面では有効である。
【０１０２】
　このように、本実施形態における浴室乾燥機では、運転モード選択時に回転除湿ロータ
１０が高速クリーニング時間（ＴＢ）の間クリーニングされ、また運転モード実行中には
１時間ごとに回転除湿ロータ１０が高速クリーニング時間（ＴＢ）の間クリーニングされ
る。そして、運転モード終了時には回転除湿ロータ１０が集中クリーニング時間（ＴＣ）
の間クリーニングされる。
【０１０３】
（第１実施形態）
次に、図１０～図１２を用いて、運転モードの選択時に行われるクリーニングモードにつ
いて説明する。
【０１０４】
図１０は、本発明の第１実施形態の浴室乾燥機により行われるクリーニングモードの説明
図であり、図１１は、本発明の第１実施形態の浴室乾燥機の回転除湿ロータを下方から見
た図であり、図１２は、本発明の第１実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に
行われるクリーニングモードのタイムチャートを示す図である。
【０１０５】
ここで、図９（Ｓ６参照）を用いて説明したように、運転モード選択時に行われる回転除
湿ロータ１０のクリーニング時間は、高速クリーニング時間（ＴＢ）である。なお、クリ
ーニング終了１時間後に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングについては、運転モ
ード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングと同様であるので説明は省略す
る。また、運転モードの終了時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングについても
、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングとクリーニング時間が
異なるのみであるので説明は省略する。
【０１０６】
運転モードのスイッチが押圧（投入）されると、回転除湿ロータ１０のクリーニング（図
９のＳ７）が実行される。回転除湿ロータ１０のクリーニングでは、吸引ファン２０が「
ＯＮ」にされ、切換ダンパ７０が全開状態（循環風路下流部９００Ｂの入口を完全に遮断
し、循環風路上流部９００Ａに出た空気の全てが排気風路１００に流れる状態）にされ、
浴室内の空気を循環風路９００および排気風路１００を介し浴室外に排出する方向に流れ
るようにしている。そして、ミストポンプ７５０がＯＮ／ＯＦＦ制御（デューティ制御）
され、上向きに向けられたミストノズル７５３から循環風路９００内の回転除湿ロータ１
０にミストが間欠的に噴霧される。なお、ミストヒータ７５２は、ミストノズル７５３に
圧送される水分をクリーニングモードが開始される前から加熱している。これは、クリー
ニングモードの開始直後から、温度の高いミストを回転除湿ロータ１０に噴霧できるよう
にするためである。
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【０１０７】
このように、ミストノズル７５３から回転除湿ロータ１０に温度の高いミストを噴霧する
ことにより、ミストノズル７５３から噴霧された温度の高いミストと回転除湿ロータ１０
に付着した異臭物質とが置換され、異臭物質を短時間で放出（離脱）させることができる
。つまり、回転除湿ロータ１０に粒径が小さいミストが噴霧されることにより、粒径が小
さいミストと回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質等が置換され異臭物質が放出（離脱
）されやすくなり、より短時間で異臭物質を除去することができる。なお、図１１に示す
ように、ミストノズル７５３から断面円形の回転除湿ロータ１０にミストが噴霧され、回
転除湿ロータ１０には円形状でミストが付着する。ここで、本実施形態の再生ヒータ４０
は断面四角形である。
【０１０８】
また、クリーニングモードでは、回転除湿ロータ１０を「低」速で回転させているので、
回転除湿ロータ１０に必要かつ十分なミストを噴霧することができる。すなわち、回転除
湿ロータ１０を高速で回転させながらミストノズル７５３からミストを噴霧すると、回転
除湿ロータ１０に付着している異臭物質と置換させるのに必要なミストを十分噴霧するこ
とができない。また、回転除湿ロータ１０に十分なミストを噴霧させようとすると、高速
回転のもとでは必要以上のミストが噴霧され、回転除湿ロータ１０の除湿通路が水分でい
っぱいになって除湿通路の流れが止まり、回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質を排出
することができなくなる。このように、クリーニングモードの実行中では、回転除湿ロー
タ１０の回転数を「低」速にしているので、回転除湿ロータ１０に必要かつ十分なミスト
を噴霧することができ、その噴霧されたミストが回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質
と置換することにより、異臭物質を放出させることができる。なお、本実施形態のクリー
ニングモードでは、暖房ヒータ３０を「ＯＦＦ」にしている。また、再生ヒータ４０及び
再生ファン５０を「ＯＦＦ」にしているので、浴室内の空気が再生風路２００に送り込ま
れない。
【０１０９】
また、クリーニングモードの実行中に、吸引ファン２０を動作させて、浴室内の空気を外
部へ排出する換気モードも並行して行われるので、噴霧されたミストにより置換された異
臭物質が、浴室内の空気とともに外部へ排出することができる。
【０１１０】
また、循環風路９００内の回転除湿ロータ１０にミストが噴霧されるので、たとえ、回転
除湿ロータ１０に噴霧されたミストが水滴になって落下しても安全である。すなわち、再
生風路２００内の回転除湿ロータ１０の上流には再生ヒータ５０が設けられ、再生ヒータ
５０内の回転除湿ロータ１０にミストが噴霧されると、回転除湿ロータ１０に噴霧された
ミストが水滴になって落下した場合、その水滴が再生ヒータ５０に落下し安全上問題があ
るが、回転除湿ロータ１０内の上流にはヒータを設けていないので、そのような問題が生
ずることがない。さらに、循環風路９００内の回転除湿ロータ１０にミストを噴霧する場
合には、ヒータが邪魔になることもなく噴霧しやすい。なお、回転除湿ロータ１０から落
下した水滴は、表面グリル５０９の上面に貯留される。
【０１１１】
また、循環風路９００内の回転除湿ロータ１０の上流から回転除湿ロータ１０にミストが
噴霧され、換言すれば、循環風路９００内の回転除湿ロータ１０に向かう空気の流れの方
向と同方向にミストノズル７５３からミストが噴霧されるので、ミストを回転除湿ロータ
１０に円滑に噴霧することができる。つまり、循環風路９００内の回転除湿ロータ１０の
下流から回転除湿ロータ１０にミストを噴霧する場合は、循環風路９００内の回転除湿ロ
ータ１０に向かう空気の流れに逆らってミストが噴霧されることになるので、ミストが回
転除湿ロータ１０に円滑に噴霧されないおそれがあるのに対し、循環風路９００内の回転
除湿ロータ１０の上流から回転除湿ロータ１０にミストを噴霧する場合は、循環風路９０
０内の回転除湿ロータ１０に向かう空気の流れと同方向なので、そのような心配はない。
【０１１２】
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また、本実施形態では、ミストノズル７５３から回転除湿ロータ１０にミストを噴霧する
ときのミストの粒径を、浴室内にミストを噴霧するときのミストの粒径より小さくしてい
る。これにより、ミストノズル７５３から回転除湿ロータ１０に噴霧されるミストの粒径
が、ミストノズル７５３から浴室内に噴霧されるミストの粒径より小さいので、粒径が小
さいミストと回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質とが置換されやすくなり、異臭物質
を短時間で放出（離脱）させることができる。
【０１１３】
また、ミストノズル７５３から回転除湿ロータ１０に噴霧されるミストの噴霧量を、ミス
トノズル７５３から浴室内に噴霧されるミストの噴霧量より少なくしている。これにより
、噴霧量を少なくしたミストが回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質と置換されやすく
なり、異臭物質を短時間で放出（離脱）させることができる。つまり、ミストノズル７５
３から浴室内に噴霧されるミストは、浴室内を高温にしてサウナ効果を発揮させるのに必
要な噴霧量を確保する必要があるのに対し、クリーニングモードでは、ミストの噴霧量を
多くすると、回転除湿ロータ１０の除湿通路が水分でいっぱいになって除湿通路の流れが
止まり、回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質を排出させることができなくなるおそれ
がある。このように、ミストノズル７５３から回転除湿ロータ１０に噴霧されるミストの
噴霧量を、ミストノズル７５３から浴室内に噴霧されるミストの噴霧量より少なくしてい
るので、噴霧量を少なくしたミストと回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質とが置換さ
れやすくなり、異臭物質を短時間で放出（離脱）させることができる。
【０１１４】
　そして、回転除湿ロータ１０のクリーニングが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、運
転モードの休止が解除され、運転モードが再開される（図９のＳ１１）。なお、回転除湿
ロータ１０のクリーニングが終了した後においても、吸引ファン２０が「ＯＮ」となって
いる。このように、回転除湿ロータ１０のクリーニングが終了した後においても、吸引フ
ァン２０を動作させて、浴室内の空気を外部に排出（換気モード）させる（回転除湿ロー
タ乾燥手段）ことにより、この空気の流れにより回転除湿ロータ１０を乾燥させることが
でき、回転除湿ロータ１０に残っている異臭物質の放出を促すことができる、除湿性能を
回復させることができる。また、回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質は、浴室内
の空気とともに外部に排出される。なお、本実施形態では、回転除湿ロータ１０のクリー
ニングが終了した後に、吸引ファン２０を動作させて回転除湿ロータ１０を乾燥させたが
、これに限らず、ヒータ（暖房ヒータ３０またはその他のヒータ）により加熱した空気を
回転除湿ロータ１０に送り込むことにより、回転除湿ロータ１０を乾燥させてもよい。こ
の場合においても、吸引ファン２０を動作させて、回転除湿ロータ１０から放出された異
臭物質を浴室内の空気とともに外部に排出する。
【０１１５】
なお、上述したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング
と運転モード終了時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングとは、運転モード終了
時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時間が集中クリーニング時間（ＴＣ）で
ある点以外は同様であるので説明を省略する。そして、回転除湿ロータ１０のクリーニン
グが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、浴室乾燥機１の運転が終了する。
【０１１６】
（第２実施形態）
次に、図１３及び図１４を用いて、本発明の第２実施形態の浴室乾燥機が行うクリーニン
グモードについて説明する。図１３は、本発明の第２実施形態の浴室乾燥機により行われ
るクリーニングモードの説明図である。なお、第１実施形態の浴室乾燥機１と第２実施形
態の浴室乾燥機１とは、第１実施形態の浴室乾燥機１では、ミストノズル７５３から回転
除湿ロータ１０にミストを噴霧していたのに対し、第２実施形態の浴室乾燥機１では、ミ
ストノズル７５３から回転除湿ロータ１０にミストを噴霧せず、再生ヒータ４０の上流（
下部）に水を貯留する水貯留部７５８が設けられている点で異なる。なお、クリーニング
モードが行われるタイミングは、図９を用いて説明した内容と同様であるので説明は省略
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する。また、クリーニング終了１時間後に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングに
ついては、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングと同様である
ので説明は省略する。また、運転モードの終了時に行われる回転除湿ロータ１０のクリー
ニングについては、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングとク
リーニング時間が異なるのみであるので説明は省略する。
【０１１７】
次に、図１４を用いて、運転モードの選択時に行われるクリーニングモードについて説明
する。図１４は、本発明の第２実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われ
るクリーニングモードのタイムチャートを示す図である。ここで、図９（Ｓ６参照）を用
いて説明したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時
間は、高速クリーニング時間（ＴＢ）である。
【０１１８】
図１４に示すように、運転モードのスイッチが押圧（投入）されると、回転除湿ロータ１
０のクリーニング（図９のＳ７）が実行される。回転除湿ロータ１０のクリーニングでは
、再生ファン５０が「ＯＮ」にされ、浴室内の空気を再生風路２００から浴室外に排出す
る方向に流れるようにしている。そして、振動手段（図示略）が断続的に「ＯＮ」、「Ｏ
ＦＦ」され（本実施例ではＯＮ、ＯＦＦを繰り返す形態であるが、連続的な通電によって
超音波振動を発生させるものであっても良いことはいうまでもない）、表面グリル５０９
に固定された水貯留部７５８を振動させることにより水貯留部７５８に貯留された水が飛
散し、この飛散した水に加え、飛散された水は粒子が小さいため水蒸気になりやすくなる
。これにより、水貯留部７５８に貯留された水によって発生した水や水蒸気が、再生ファ
ン５０により吸引された空気とともに回転除湿ロータ１０に供給される。
【０１１９】
このように、水貯留部７５８に貯留された水によって発生した水分が回転除湿ロータ１０
に供給されるので、回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質と水分とが置換され、異臭物
質を短時間で放出（離脱）させることができる。つまり、回転除湿ロータ１０に水貯留部
７５８に貯留された水によって発生した粒径が小さい水蒸気が吹き込まれることにより、
粒径が小さい水蒸気と回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質等が置換され異臭物質が放
出（離脱）されやすくなり、より短時間で異臭物質を除去することができる。そして、ク
リーニングモードの実行中では、再生ファン５０が動作されているので、置換され放出さ
れた異臭物質が浴室内の空気とともに外部に排出される。なお、クリーニングモードでは
、回転除湿ロータ１０が「ＯＮ」となり回転しているので、回転除湿ロータ１０に付着し
た異臭物質を満遍なく放出させることができる。なお、本実施形態のクリーニングモード
では、切換ダンパ７０が全開状態（換気位置）にされ、吸引ファン２０が「ＯＦＦ」にさ
れているので、浴室内の空気が循環風路９００に吸い込まれない。また、再生ヒータ４０
及び暖房ヒータ３０も「ＯＦＦ」にしている。
【０１２０】
そして、回転除湿ロータ１０のクリーニングが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、運転
モードの休止が解除され、運転モードが再開される（図９のＳ１１）。なお、回転除湿ロ
ータ１０のクリーニングが終了した後において、再生ファン５０が所定の時間「ＯＮ」に
されているので、回転除湿ロータ１０の終了後においても再生風路２００から浴室外に排
出する方向に空気が流れ、その空気により回転除湿ロータ１０を乾燥させることができる
とともに、その乾燥の際に回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を浴室外に排出す
ることができる。なお、本実施形態では、回転除湿ロータ１０のクリーニングが終了した
後においても、再生ファン５０を動作させて回転除湿ロータ１０を乾燥させたが、これに
限らず、再生ヒータ４０により加熱した空気を回転除湿ロータ１０に送り込むことにより
、回転除湿ロータ１０を加熱して積極的に乾燥させてもよい。この場合においても、再生
ファン５０を動作させて、回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を浴室内の空気と
ともに浴室外に排出させる。
【０１２１】
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なお、上述したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング
と運転モード終了時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングとは、運転モード終了
時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時間が集中クリーニング時間（ＴＣ）で
ある点以外は同様であるので説明を省略する。
【０１２２】
なお、本実施形態では、再生ヒータ４０の上流（下部）に水を貯留する水貯留部７５８を
振動させる振動手段（図示略）により水を飛散させる水飛散手段を構成させたが、これに
限らず、水蒸気を直接発生させ得る加湿器により水飛散手段を構成してもよい。
【０１２３】
（第３実施形態）
次に、図１５及び図１６を用いて、本発明の第３実施形態の浴室乾燥機が行うクリーニン
グモードについて説明する。図１５は、本発明の第３実施形態の浴室乾燥機により行われ
るクリーニングモードの説明図である。なお、第１実施形態の浴室乾燥機１と第３実施形
態の浴室乾燥機１とは、第１実施形態の浴室乾燥機１では、ミストノズル７５３から回転
除湿ロータ１０にミストを噴霧していたのに対し、第３実施形態の浴室乾燥機１では、ミ
ストノズル７５３から回転除湿ロータ１０にミストを噴霧せず、回転除湿ロータ１０の上
流に、内部に冷媒が供給される熱交換器７５９を設けた点で異なる。なお、クリーニング
モードが行われるタイミングなどは、図９を用いて説明した内容と同様であるので説明は
省略する。また、クリーニング終了１時間後に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニン
グについては、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングと同様で
あるので説明は省略する。また、運転モードの終了時に行われる回転除湿ロータ１０のク
リーニングについては、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング
とクリーニング時間が異なるのみであるので説明は省略する。また、本実施例では、熱交
換器で水分を結露させる構造であることから明確な通り、空気中の水分を除湿する機能を
果たすことができるものである。よって、本熱交換器は、本実施例では再生風路２００側
に設けられているが、循環風路９００側に設けて除湿された空気は浴室内内に戻ることが
可能なように構成する一方で、結露水だけが再生風路２００側で活用されるように構成す
ることも好ましい対応であると言える。
【０１２４】
次に、図１６を用いて、運転モードの選択時に行われるクリーニングモードについて説明
する。図１６は、本発明の第３実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われ
るクリーニングモードのタイムチャートを示す図である。ここで、図９（Ｓ６参照）を用
いて説明したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時
間は、高速クリーニング時間（ＴＢ）である。
【０１２５】
図１６に示すように、運転モードのスイッチが押圧（投入）されると、回転除湿ロータ１
０のクリーニング（図９のＳ７）が実行される。回転除湿ロータ１０のクリーニングでは
、再生ファン５０が「ＯＮ」にされ、浴室内の空気を再生風路２００から浴室外に排出す
る方向に流れるようにしている。そして、クリーニングモードの実行中においては、熱交
換器７５９の金属管の内部に冷媒が供給（ＯＮ）され、その冷媒により金属管およびその
金属管の周りの空気が冷やされ金属管の周りに結露する。これにより、熱交換器７５９の
表面に結露した結露水によって発生した水蒸気が回転除湿ロータ１０に供給されるので、
熱交換器７５９の表面の結露水によって発生した水蒸気と回転除湿ロータ１０に付着した
異臭物質とが置換され、異臭物質を短時間で放出（離脱）させることができる。つまり、
熱交換器７５９の表面の結露水によって発生した粒径が小さい水蒸気が回転除湿ロータ１
０に吹き込まれることにより、粒径が小さい水蒸気と回転除湿ロータ１０に付着した異臭
物質等が置換され異臭物質が放出（離脱）されやすくなり、より短時間で異臭物質を除去
することができる。そして、クリーニングモードの実行中では、再生ファン５０が動作さ
れているので、置換され放出された異臭物質が浴室内の空気とともに外部に排出される。
なお、クリーニングモードでは、回転除湿ロータ１０が「ＯＮ」となり回転しているので
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、回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質を満遍なく放出させることができる。なお、本
実施形態のクリーニングモードでは、切換ダンパ７０が全開状態（換気位置）にされ、吸
引ファン２０が「ＯＦＦ」にされているので、浴室内の空気が循環風路９００に吸い込ま
れない。また、再生ヒータ４０及び暖房ヒータ３０も「ＯＦＦ」にしている。
【０１２６】
そして、回転除湿ロータ１０のクリーニングが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、運転
モードの休止が解除され、運転モードが再開される（図９のＳ１１）。なお、回転除湿ロ
ータ１０のクリーニングが終了した後においても、再生ファン５０が所定の時間「ＯＮ」
にされているので、回転除湿ロータ１０の終了後においても再生風路から浴室外に排出す
る方向に空気が流れ、その空気により回転除湿ロータ１０を乾燥させることができるとと
もに、その乾燥の際に回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を浴室外に排出するこ
とができる。なお、本実施形態では、回転除湿ロータ１０のクリーニングが終了した後に
おいても、再生ファン５０を動作させて回転除湿ロータ１０を乾燥させたが、これに限ら
ず、再生ヒータ４０により加熱した空気を回転除湿ロータ１０に送り込むことにより、回
転除湿ロータ１０を乾燥させてもよい。この場合においても、再生ファン５０を動作させ
て、回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を浴室内の空気とともに浴室外に排出さ
せる。
【０１２７】
なお、上述したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング
と運転モード終了時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングとは、運転モード終了
時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時間が集中クリーニング時間（ＴＣ）で
ある点以外は同様であるので説明を省略する。そして、回転除湿ロータ１０のクリーニン
グが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、浴室乾燥機１の運転が終了する。
【０１２８】
（第４実施形態）
次に、図１７及び図１８を用いて、本発明の第４実施形態の浴室乾燥機が行うクリーニン
グモードについて説明する。図１７は、本発明の第４実施形態の浴室乾燥機により行われ
るクリーニングモードの説明図である。なお、第１実施形態の浴室乾燥機１と第４実施形
態の浴室乾燥機１とは、第１実施形態の浴室乾燥機１では、ミストノズル７５３から回転
除湿ロータ１０にミストを噴霧していたのに対し、第４実施形態の浴室乾燥機１では、ミ
ストノズル７５３から回転除湿ロータ１０にミストを噴霧せず、再生風路２００の回転除
湿ロータ１０の下流の空気を回転除湿ロータ１０の上流に送る再生空気帰還風路７６０を
設け、再生空気帰還風路７６０の入口に、再生風路２００を流れる空気のうち再生空気帰
還風路７６０に送り込まれる空気の量を調整する帰還風路ダンパ７６０が設けられている
点で異なる。なお、クリーニングモードが行われるタイミングなどは、図９を用いて説明
した内容と同様であるので説明は省略する。また、クリーニング終了１時間後に行われる
回転除湿ロータ１０のクリーニングについては、運転モード選択時に行われる回転除湿ロ
ータ１０のクリーニングと同様であるので説明は省略する。また、運転モードの終了時に
行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングについては、運転モード選択時に行われる回
転除湿ロータ１０のクリーニングとクリーニング時間が異なるのみであるので説明は省略
する。
【０１２９】
次に、図１８を用いて、運転モードの選択時に行われるクリーニングモードについて説明
する。図１８は、本発明の第４実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われ
るクリーニングモードのタイムチャートを示す図である。ここで、図９（Ｓ６参照）を用
いて説明したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時
間は、高速クリーニング時間（ＴＢ）である。なお、本実施形態における帰還風路ダンパ
７６１は再生風路２００の内径の最大値よりも短い（たとえば、約半分程度）ので、帰還
風路ダンパ７６１を、たとえ「全開」（再生空気帰還風路７６０の入口を開く方向）にし
ていても、再生風路２００内の空気の一部が排気ダクトから排気される。
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【０１３０】
図１８に示すように、運転モードのスイッチが押圧（投入）されると、回転除湿ロータ１
０のクリーニング（図９のＳ７）が実行される。回転除湿ロータ１０のクリーニングでは
、再生ヒータ４０及び再生ファン５０が「ＯＮ」にされ、浴室内の加熱された空気を再生
風路２００から浴室外に排出する方向に流れるようにしている。そして、吸引ファン２０
及び回転除湿ロータ１０を回転させ、切換ダンパ７０を全開状態（換気位置）にしている
。これにより、浴室内の空気が循環風路９００から排気風路１００を介して浴室外に排出
される。
【０１３１】
クリーニングモードの実行中においては、再生ヒータ４０及び再生ファン５０が「ＯＮ」
になっている。これにより、浴室内の空気が再生ヒータ４０により加熱され、その加熱さ
れた空気が回転除湿ロータ１０に吹き込まれるので、回転除湿ロータ１０に含まれている
水分が蒸発されるとともに、回転除湿ロータ１０に付着している異臭物質が放出される。
【０１３２】
そして、クリーニングモードの実行中においては、帰還風路ダンパ７６１が「全開」（再
生空気帰還風路７６０の入口を開く方向）にされ、また、再生ファン５０が「ＯＮ」にさ
れているので、回転除湿ロータ１０から放出された水蒸気及び異臭物質を含んだ空気が帰
還風路ダンパ７６１に衝突し、また再生ファン５０の吸引力により、再生風路２００内の
空気の一部が再生空気帰還風路７６０に送り込まれる。
【０１３３】
これにより、再生空気帰還風路７６０から回転除湿ロータ１０の上流に送り込まれる水分
を多く含んだ空気が回転除湿ロータ１０に供給されるので、再生空気帰還風路７６０から
回転除湿ロータ１０の上流に送り込まれた空気に含まれている水分（水蒸気）と回転除湿
ロータ１０に付着した異臭物質とが置換され、異臭物質を短時間で放出（離脱）させるこ
とができる。つまり、再生空気帰還風路７６０から回転除湿ロータ１０の上流に送り込ま
れた空気に含まれている粒径が小さい水蒸気が回転除湿ロータ１０に吹き込まれることに
より、粒径が小さい水蒸気と回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質等が置換され異臭物
質が放出（離脱）されやすくなり、より短時間で異臭物質を除去することができる。そし
て、クリーニングモードの実行中では、再生ファン５０が動作され帰還風路ダンパ７６１
が「全開」（再生空気帰還風路７６０の入口を開く方向）になっているが、帰還風路ダン
パ７６１が「全開」になっていても回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を含んだ
空気の一部が排気され、他の空気がさらに回転除湿ロータ１０の上流に送り込まれるので
、その上流に送り込まれた水分を十分含んだ空気と浴室内の異臭物質を含まない空気とが
さらに回転除湿ロータ１０に送られ、つねに異臭物質が少なくなった空気で回転除湿ロー
タ１０をクリーニングすることができる。なお、クリーニングモードでは、回転除湿ロー
タ１０が「ＯＮ」となり回転しているので、回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質を満
遍なく放出させることができる。
【０１３４】
また、本実施形態のクリーニングモードでは、切換ダンパ７０が全開状態（換気位置）に
され、吸引ファン２０が「ＯＮ」にされているので、浴室内から吸引された空気が排気風
路１００に送り込まれ、その空気により回転除湿ロータ１０から放出される再生風路２０
０内の異臭物質が浴室内に戻ってくることを防止している。なお、本実施形態のクリーニ
ングモードでは、暖房ヒータ３０を「ＯＦＦ」にしている。
【０１３５】
そして、回転除湿ロータ１０のクリーニングが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、運転
モードの休止が解除され、運転モードが再開される（図９のＳ１１）。なお、回転除湿ロ
ータ１０のクリーニングが終了した後において、帰還風路ダンパ７６１が「全閉」（再生
空気帰還風路７６０の入口を閉じる方向）にされ、再生ファン５０が所定の時間「ＯＮ」
にされているので、回転除湿ロータ１０の終了後において浴室内の空気が再生風路２００
から浴室外に排出する方向に流され、その空気により回転除湿ロータ１０が乾燥させるこ
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とができるとともに、その乾燥の際に回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を浴室
外に排出することができる。なお、本実施形態では、回転除湿ロータ１０のクリーニング
が終了した後においても、再生ファン５０を動作させて回転除湿ロータ１０を乾燥させた
が、これに限らず、再生ヒータ４０により加熱した空気を回転除湿ロータ１０に送り込む
ことにより、回転除湿ロータ１０を乾燥させてもよい。この場合においても、再生ファン
５０を動作させて、回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を浴室内の空気とともに
浴室外に排出させる。
【０１３６】
なお、上述したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング
と運転モード終了時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングとは、運転モード終了
時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時間が集中クリーニング時間（ＴＣ）で
ある点以外は同様であるので説明を省略する。そして、回転除湿ロータ１０のクリーニン
グが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、浴室乾燥機１の運転が終了する。
【０１３７】
（第５実施形態）
次に、図１９及び図２０を用いて、本発明の第５実施形態の浴室乾燥機が行うクリーニン
グモードについて説明する。図１９は、本発明の第５実施形態の浴室乾燥機により行われ
るクリーニングモードの説明図である。なお、第４実施形態の浴室乾燥機１と第５実施形
態の浴室乾燥機１とは、第４実施形態の浴室乾燥機１では、帰還風路ダンパ７６０の長さ
が再生風路２００の内径の最大値より短く、帰還風路ダンパ７６１を「全開」にしても再
生風路２００内の空気の一部が排気されるのに対し、第５実施形態の浴室乾燥機１では、
帰還風路ダンパ７６０の長さが再生風路２００の内径以上で、帰還風路ダンパ７６１を「
全開」にすると、再生風路２００内の空気がすべて再生空気帰還風路７６０に送られる点
で異なる。なお、クリーニングモードが行われるタイミングなどは、図９を用いて説明し
た内容と同様であるので説明は省略する。また、クリーニング終了１時間後に行われる回
転除湿ロータ１０のクリーニングについては、運転モード選択時に行われる回転除湿ロー
タ１０のクリーニングと同様であるので説明は省略する。また、運転モードの終了時に行
われる回転除湿ロータ１０のクリーニングについては、運転モード選択時に行われる回転
除湿ロータ１０のクリーニングとクリーニング時間が異なるのみであるので説明は省略す
る。
【０１３８】
次に、図２０を用いて、運転モードの選択時に行われるクリーニングモードについて説明
する。図２０は、本発明の第５実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われ
るクリーニングモードのタイムチャートを示す図である。ここで、図９（Ｓ６参照）を用
いて説明したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時
間は、高速クリーニング時間（ＴＢ）である。なお、本実施形態における帰還風路ダンパ
７６１の長さは再生風路２００の内径以上で、帰還風路ダンパ７６１を「全開」にすると
、再生風路２００内の空気がすべて再生空気帰還風路７６０に送られる
【０１３９】
図２０に示すように、運転モードのスイッチが押圧（投入）されると、回転除湿ロータ１
０のクリーニング（図９のＳ７）が実行される。回転除湿ロータ１０のクリーニングでは
、再生ヒータ４０及び再生ファン５０が「ＯＮ」にされ、浴室内の加熱された空気を再生
風路２００から浴室外に排出する方向に流れるようにしている。そして、吸引ファン２０
及び回転除湿ロータ１０を回転させ、切換ダンパ７０を全開状態（換気位置）にしている
。これにより、浴室内の空気が循環風路９００から排気風路１００を介して浴室外に排出
される。
【０１４０】
クリーニングモードの実行中においては、再生ヒータ４０及び再生ファン５０が「ＯＮ」
になっている。これにより、浴室内の空気が再生ヒータ４０により加熱され、その加熱さ
れた空気が回転除湿ロータ１０に吹き込まれるので、回転除湿ロータ１０に含まれている



(28) JP 2008-241183 A 2008.10.9

10

20

30

40

50

水分が蒸発されるとともに、回転除湿ロータ１０に付着している異臭物質が放出される。
【０１４１】
そして、クリーニングモードの実行中においては、帰還風路ダンパ７６１が「全開」（再
生空気帰還風路７６０の入口を開く方向）にされ、また、再生ファン５０が「ＯＮ」にさ
れているので、回転除湿ロータ１０から放出された水蒸気及び異臭物質を含んだ空気が帰
還風路ダンパ７６１に衝突し、また再生ファン５０の吸引力により、再生風路２００内の
空気が再生空気帰還風路７６０に送り込まれる。
【０１４２】
これにより、再生空気帰還風路７６０から回転除湿ロータ１０の上流に送り込まれた水分
を多く含んだ空気が回転除湿ロータ１０に供給されるので、再生空気帰還風路７６０から
回転除湿ロータ１０の上流に送り込まれた空気に含まれている水分（水蒸気）と回転除湿
ロータ１０に付着した異臭物質とが置換され、異臭物質を短時間で放出（離脱）させるこ
とができる。つまり、再生空気帰還風路７６０から回転除湿ロータ１０の上流に送り込ま
れた空気に含まれている粒径が小さい水蒸気が回転除湿ロータ１０に吹き込まれることに
より、粒径が小さい水蒸気と回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質等が置換され異臭物
質が放出（離脱）されやすくなり、より短時間で異臭物質を除去することができる。
【０１４３】
そして、「全開」（再生空気帰還風路７６０の入口を開く方向）になっている帰還風路ダ
ンパ７６１が、所定の時間経過後に「全閉」（再生空気帰還風路７６０の入口を閉じる方
向）になるので、回転除湿ロータ１０に送り込まれる空気に多くの異臭物質が蓄積するま
で、回転除湿ロータ１０から排出された水分を多く含んだ空気を回転除湿ロータ１０のク
リーニングに用いることができる。そして、空気が異臭物質を多く含んだ後は、その空気
が排出されるので、異臭物質を多く含んだ空気が排出された後に、異臭物質が少ない空気
で回転除湿ロータ１０をクリーニングすることができ、クリーニング効率を高めることが
できる。なお、クリーニングモードでは、回転除湿ロータ１０が「ＯＮ」となり回転して
いるので、回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質を満遍なく放出させることができる。
【０１４４】
また、本実施形態のクリーニングモードでは、切換ダンパ７０が全開状態（換気位置）に
され、吸引ファン２０が「ＯＮ」にされているので、浴室内から吸引された空気が排気風
路１００に送り込まれ、その空気により回転除湿ロータ１０から放出される再生風路２０
０内の異臭物質が浴室内に戻ってくることを防止している。なお、本実施形態のクリーニ
ングモードでは、暖房ヒータ３０を「ＯＦＦ」にしている。
【０１４５】
そして、回転除湿ロータ１０のクリーニングが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、運転
モードの休止が解除され、運転モードが再開される（図９のＳ１１）。なお、回転除湿ロ
ータ１０のクリーニングが終了した後において、帰還風路ダンパ７６１が「全閉」（再生
空気帰還風路７６０の入口を閉じる方向）にされ、再生ファン５０が所定の時間「ＯＮ」
にされているので、回転除湿ロータ１０の終了後において浴室内の空気が再生風路２００
から浴室外に排出する方向に流され、その空気により回転除湿ロータ１０が乾燥させるこ
とができるとともに、その乾燥の際に回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を浴室
外に排出することができる。なお、本実施形態では、回転除湿ロータ１０のクリーニング
が終了した後においても、再生ファン５０を動作させて回転除湿ロータ１０を乾燥させた
が、これに限らず、再生ヒータ４０により加熱した空気を回転除湿ロータ１０に送り込む
ことにより、回転除湿ロータ１０を乾燥させてもよい。この場合においても、再生ファン
５０を動作させて、回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を浴室内の空気とともに
浴室外に排出させる。
【０１４６】
なお、上述したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング
と運転モード終了時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングとは、運転モード終了
時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時間が集中クリーニング時間（ＴＣ）で
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ある点以外は同様であるので説明を省略する。そして、回転除湿ロータ１０のクリーニン
グが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、浴室乾燥機１の運転が終了する。
【０１４７】
（第６実施形態）
次に、図２１及び図２２を用いて、本発明の第６実施形態の浴室乾燥機が行うクリーニン
グモードについて説明する。図２１は、本発明の第６実施形態の浴室乾燥機により行われ
るクリーニングモードの説明図である。なお、第４実施形態の浴室乾燥機１と第６実施形
態の浴室乾燥機１とは、第６実施形態の浴室乾燥機1では、再生空気帰還風路７６０と連
なり、熱交換部を循環風路９００内に有する中空状の熱交換器７６３が設けられている点
で異なる。なお、この熱交換器７６３の出口は再生風路２００の回転除湿ロータ１０の上
流に設けられている。なお、クリーニングモードが行われるタイミングなどは、図９を用
いて説明した内容と同様であるので説明は省略する。また、クリーニング終了１時間後に
行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングについては、運転モード選択時に行われる回
転除湿ロータ１０のクリーニングと同様であるので説明は省略する。さらに、運転モード
の終了時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングについては、運転モード選択時に
行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングとクリーニング時間が異なるのみであるので
説明は省略する。
【０１４８】
次に、図２２を用いて、運転モードの選択時に行われるクリーニングモードについて説明
する。図２２は、本発明の第６実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われ
るクリーニングモードのタイムチャートを示す図である。ここで、図９（Ｓ６参照）を用
いて説明したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時
間は、高速クリーニング時間（ＴＢ）である。なお、本実施形態における帰還風路ダンパ
７６１は再生風路２００の内径の最大値よりも短い（たとえば、約半分程度）ので、帰還
風路ダンパ７６１を、たとえ「全開」（再生空気帰還風路７６０の入口を開く方向）にし
ていても、再生風路２００内の空気の一部が排気ダクトから排気される。
【０１４９】
図２２に示すように、運転モードのスイッチが押圧（投入）されると、回転除湿ロータ１
０のクリーニング（図９のＳ７）が実行される。回転除湿ロータ１０のクリーニングでは
、再生ヒータ４０及び再生ファン５０が「ＯＮ」にされ、浴室内の加熱された空気を再生
風路２００から浴室外に排出する方向に流れるようにしている。そして、吸引ファン２０
及び回転除湿ロータ１０を回転させ、切換ダンパ７０を全閉状態（排気風路１００の入口
を完全に遮断し、吸引ファン２０の左側の空間に出た空気の全てが循環風路下流部９００
Ｂに流れる状態）にし、暖房ヒータ３０の電源を「ＯＮ」にしている。これにより、浴室
から多湿の空気を吸引し、回転除湿ロータ１０で水分を吸着することにより湿気の少なく
なった空気を加熱して浴室に吹き出される。
【０１５０】
クリーニングモードの実行中においては、再生ヒータ４０及び再生ファン５０が「ＯＮ」
になっている。これにより、浴室内の空気が再生ヒータ４０により加熱され、その加熱さ
れた空気が回転除湿ロータ１０に吹き込まれるので、回転除湿ロータ１０に含まれている
水分が蒸発されるとともに、回転除湿ロータ１０に付着している異臭物質が放出される。
【０１５１】
そして、クリーニングモードの実行中においては、帰還風路ダンパ７６１が「全開」（再
生空気帰還風路７６０の入口を開く方向）にされ、また、再生ファン５０が「ＯＮ」にさ
れているので、回転除湿ロータ１０から放出された水蒸気及び異臭物質を含んだ空気が帰
還風路ダンパ７６１に衝突し、また再生ファン５０の吸引力により、再生風路２００内の
空気の一部が再生空気帰還風路７６０に送り込まれる。
【０１５２】
本実施形態では、熱交換部が循環風路９００内に備えられ、出口が再生風路２００の回転
除湿ロータ１０の上流に設けられた熱交換器７６３が、再生空気帰還風路７６０と連なる
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形で設けられているので、再生空気帰還風路７６０に送り込まれた空気が中空状の熱交換
器７６３の中を通過する際に、循環風路９００に吸い込まれる温度の低い空気と熱交換さ
れ、熱交換器７６３の内部に結露する。そして、結露した結露水によって発生した水分が
再生ヒータ４０で加熱された後に再生風路２００内の回転除湿ロータ１０に供給される。
【０１５３】
これにより、熱交換器７６３の出口から回転除湿ロータ１０の上流に送り込まれる水分を
多く含んだ空気が回転除湿ロータ１０に供給されるので、熱交換器７６３から送り込まれ
た空気に含まれている水分（水蒸気）と回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質とが置換
され、異臭物質を短時間で放出（離脱）させることができる。つまり、熱交換器７６３か
ら送り込まれた空気に含まれている粒径が小さい水蒸気が回転除湿ロータ１０に吹き込ま
れることにより、粒径が小さい水蒸気と回転除湿ロータ１０に付着した異臭物質等が置換
され異臭物質が放出（離脱）されやすくなり、より短時間で異臭物質を除去することがで
きる。そして、クリーニングモードの実行中では、再生ファン５０が動作され帰還風路ダ
ンパ７６１が「全開」（再生空気帰還風路７６０の入口を開く方向）になっているが、帰
還風路ダンパ７６１が「全開」になっていても回転除湿ロータ１０から放出された異臭物
質を含んだ空気の一部が排気され、他の空気がさらに回転除湿ロータ１０の上流に送り込
まれるので、その上流に送り込まれた水分を十分含んだ空気と浴室内の異臭物質を含まな
い空気とがさらに回転除湿ロータ１０に送られ、つねに異臭物質が少なくなった空気で回
転除湿ロータ１０をクリーニングすることができる。なお、クリーニングモードでは、回
転除湿ロータ１０が「ＯＮ」となり回転しているので、回転除湿ロータ１０に付着した異
臭物質を満遍なく放出させることができる。
【０１５４】
そして、回転除湿ロータ１０のクリーニングが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、運転
モードの休止が解除され、運転モードが再開される（図９のＳ１１）。なお、回転除湿ロ
ータ１０のクリーニングが終了した後において、帰還風路ダンパ７６１が「全閉」（再生
空気帰還風路７６０の入口を閉じる方向）にされ、再生ファン５０が所定の時間「ＯＮ」
にされているので、回転除湿ロータ１０の終了後において浴室内の空気が再生風路２００
から浴室外に排出する方向に流され、その空気により回転除湿ロータ１０が乾燥させるこ
とができるとともに、その乾燥の際に回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を浴室
外に排出することができる。なお、本実施形態では、回転除湿ロータ１０のクリーニング
が終了した後においても、再生ファン５０を動作させて回転除湿ロータ１０を乾燥させた
が、これに限らず、再生ヒータ４０により加熱した空気を回転除湿ロータ１０に送り込む
ことにより、回転除湿ロータ１０を乾燥させてもよい。この場合においても、再生ファン
５０を動作させて、回転除湿ロータ１０から放出された異臭物質を浴室内の空気とともに
浴室外に排出させる。
【０１５５】
なお、上述したように、運転モード選択時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング
と運転モード終了時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニングとは、運転モード終了
時に行われる回転除湿ロータ１０のクリーニング時間が集中クリーニング時間（ＴＣ）で
ある点以外は同様であるので説明を省略する。そして、回転除湿ロータ１０のクリーニン
グが終了（図９のＳ８で「Ｙ」）すると、浴室乾燥機１の運転が終了する。
【０１５６】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１５７】
【図１】本発明の一実施形態に係る浴室乾燥機の使用形態の一例を示す。
【図２】浴室乾燥機の制御系を示すブロック図である。
【図３】操作パネル７００の一例を示す
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【図４】「除湿」モードの場合のダンパの状態や空気の流れを示す動作図である。
【図５】「除湿」モードの場合のヒータの状態や空気の流れなどを説明するための説明図
である。
【図６】「衣類乾燥」モード及び「涼風」モードの場合のダンパの状態や空気の流れを示
す動作図である。
【図７】「暖房」モードの場合のダンパの状態や空気の流れを示す動作図である。
【図８】「換気」モードの場合のダンパの状態や空気の流れを示す動作図である。
【図９】本発明の第１実施形態における浴室乾燥機のクリーニングモードが行われるタイ
ミングを示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第１実施形態の浴室乾燥機により行われるクリーニングモードの説明
図である。
【図１１】本発明の第１実施形態の浴室乾燥機の回転除湿ロータを下方から見た図である
。
【図１２】本発明の第１実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われるクリ
ーニングモードのタイムチャートを示す図である。
【図１３】本発明の第２実施形態の浴室乾燥機により行われるクリーニングモードの説明
図である。
【図１４】本発明の第２実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われるクリ
ーニングモードのタイムチャートを示す図である。
【図１５】本発明の第３実施形態の浴室乾燥機により行われるクリーニングモードの説明
図である。
【図１６】本発明の第３実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われるクリ
ーニングモードのタイムチャートを示す図である。
【図１７】本発明の第４実施形態の浴室乾燥機により行われるクリーニングモードの説明
図である。
【図１８】本発明の第４実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われるクリ
ーニングモードのタイムチャートを示す図である。
【図１９】本発明の第５実施形態の浴室乾燥機により行われるクリーニングモードの説明
図である。
【図２０】本発明の第５実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われるクリ
ーニングモードのタイムチャートを示す図である。
【図２１】本発明の第６実施形態の浴室乾燥機により行われるクリーニングモードの説明
図である。
【図２２】本発明の第６実施形態における浴室乾燥機の運転モード選択時に行われるクリ
ーニングモードのタイムチャートを示す図である。
【符号の説明】
【０１５８】
１　浴室乾燥機
１０　回転除湿ロータ
２０　吸引ファン
３０　暖房ヒータ
４０　再生ヒータ
５０　再生ファン
６０　回転除湿ロータ用モータ
７０　切換ダンパ
１００　排気風路
２００　再生風路
５０１　乾燥機本体
５０５　可動ルーバ
５０９　表面グリル
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５１９　制御装置
７５０　ミストポンプ
７５１　ミストノズル可動モータ
７５２　ミストヒータ
７５３　ミストノズル
７５８　水貯留部
７５９　熱交換器
７６０　再生空気帰還風路
７６１　帰還風路ダンパ
９００　循環風路
９００Ａ　循環風路上流部
９００Ｂ　循環風路下流部
 
 

【図１】 【図２】
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